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本書『災害後の遺体管理：初動対応者のための現場マニュアル』は、パン・アメリカン保健機構
（PAHO）、世界保健機関（WHO）、国際赤十字委員会（ICRC）、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）
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る。災害直後には、法医学の専門家や専門チームが直ちに現地に到着できるとは限らず、遺体の収容
や管理は、多くの場合、自治体職員、警察、消防、医療関係者、地域住民やボランティアなど、現場
にいる初動対応者によって担われる。本書は、そのような状況下において、遺体の尊厳を守りつつ適
切に管理し、将来の身元確認につなげるための実践的な方法を示したものである。
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国際的に参照され続けている。本書が、自治体職員、医療・警察・消防関係者、そして災害対応に携
わる多くの実務者にとって、将来の大規模災害への備えと対応に資することを願っている。
なお、本書の翻訳にあたり、日本赤十字国際人道研究センター所長の角田敦彦先生ならびに副所長

の新沼剛先生には、訳文をご確認いただき、表現や言い回しについて貴重なご助言と修正を賜った。
ここに記して、深く感謝申し上げる。
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自然災害は壊滅的な結果をもたらすことがあり、多数の死者を出し、被災地や被災地域の緊急対応
サービスをも圧倒する。これらの自治体やコミュニティは通常、災害発生時、生存者の救助やケア、
遺体の管理などの初動対応を行う。

人道支援団体は、被災者への支援や基本的なサービスの供給とともに、適切な遺体の管理が災害対
応の重要な活動であることを認識している。2004年のインド洋津波や2013年のフィリピン台風ハイヤ
ンなどの災害の経験から、地元住民やボランティアを含む初動対応者が遺体の管理において重要な役
割を果たすことが再確認されている。

世界中のこうした初動対応者には、この任務を適切かつ尊厳を持って遂行できるような、簡潔で実
用的なわかりやすいガイドラインが必要である。これには、法医学専門家や警察による、遺体の特定
や行方不明者の消息解明といった今後の捜査を支援するために必要な措置も含まれる。また、適切な
災害対策を計画するためにも、こうした指針が必要である。

2006年、まさにそのようなニーズに応えるためにこのマニュアルの初版が出版された。これは、災
害における遺体の管理を改善し、災害における遺体の適切かつ尊厳を持った管理がなぜ重要であるか
についての理解を促進し、この任務における初動対応者の役割を認識してもらうための重要かつ実践
的な一歩となった1。

以来、このマニュアルは、世界中で安定した需要がある。現在では数か国語に翻訳され、世界各地
で発生した大規模災害や大量死者発生事案でその有用性が実証されている。大量死者発生事案への対
応計画の参考資料としても活用されている。このマニュアルは、法医学サービスが不足している、あ
るいは存在しない状況を想定して作成されたが、法医学サービスが充実し、災害対応機関が高度に発
達している国々でも、災害への備えに役立つツールとして高く評価されている。専門家が被災地に到
着するには数日かかる場合もある。このマニュアルに定められた初動対応者の活動により、専門家の
活動がより効果的になりうる。

初版のマニュアルの使用と、その推奨事項の実践から課題が見いだされた。その有用性と適切性は
確認されたが、大量死者発生事案での遺体管理分野における科学的・技術的発展から、更新が必要で
あることが示唆された。

世界保健機関と赤十字国際委員会が始めたこのマニュアルの更新作業は、2015年に始まった。国際
赤十字・赤新月社連盟とパン・アメリカン保健機構は、マニュアルの改訂において再び重要な役割を
果たし、国際刑事警察機構は、遺体管理に関するすべてのマニュアルとの整合性を確保するために、
広範囲にわたって諮問を受けた。ビクトリア法医学研究所のスティーブン・コードナー教授が、この
第 2版を監修した。

前書き（序文）
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このマニュアルの目的は 2つある。 1つ目は、適切かつ尊厳を持って遺体の管理を推進すること、
2つ目は、遺体の身元確認を容易にすることである。多くの災害、特に大規模な災害の後、遺体の収
容と当面の管理は、地方公共団体、組織、コミュニティ、住民、ボランティアによって行われる。な
ぜなら、法医学の専門家が到着するのは数日、あるいはそれ以上かかるかもしれないし、法医学の専
門家がまったくいない状況もあるからである。そのため、本マニュアルは、発災直後に現場にいる、
あるいは対応できる人々、すなわち初動対応者に対する実践的な提言に重点を置いている。

初動対応者による遺体管理の初期作業は、死者の尊厳を守るものである。遺体の適切な回収には、
以下のことが含まれる。
♦　各遺体に固有識別コードを割り当てること。
♦　できるだけ早く写真を撮り、各遺体に関するデータを記録すること。
♦　各遺体を遺体袋に入れること。
♦　遺体を整然と一時保管すること。

遺体の早期管理におけるこうした措置は、遺体の尊厳を守るために大いに役立つ。遺体の追跡可能
性を確保し、遺体の紛失を防ぐことにもつながる。しかし、遺体の身元を確認するには、さらに多く
のことが必要である。
♦　行方不明者のリストを作成し、
♦　リストに載っている人々の情報を集めなければならない。

こうした措置がすべて講じられれば、後に法医学の専門家が遺体の正確な身元確認を行うための基
礎が築かれることになる。また、早期にこれらすべての措置を実践することで、法医学的対応が不可
能な場合でも、遺体の確認数を増やすことができる。遺体の適切な管理には、遺族、友人、地域社会
への謝意と支援も含まれる。

このマニュアルは、法医学捜査の包括的な枠組みを提供するものではなく、専門家による犠牲者の
法医学的身元確認の必要性に取って代わるものでもない。しかし、もしマニュアルの勧告に従わなけ
れば、相当数の遺体の身元確認は行われないだろう。たとえば、現在ではＤＮＡ技術だけで身元確認
が十分だと考える人が多い。しかし、災害発生後に指紋、DNA、歯科所見などあらゆる個別識別方
法を効果的に利用するためには、本手引書に記載されたすべての勧告を実施する必要がある。
 （付録 8参照）

災害直後はガイドラインを読む時間がほとんどないため、このマニュアルでは主要作業ごとに 1章
を割き、簡潔に箇条書きを用いている。現地のコーディネーターは、関連する章をコピーして、遺体
の回収など特定の作業を担当する個人に簡単に配布することができる。このマニュアルには、計画策
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定者や管理者が将来の災害に備え、初動対応者の訓練を実施するのに役立つ資料も含まれている。

要約すると、本マニュアルに述べられているのは、災害直後の遺体管理に関する緊急対応手順であ
る。その手順は、
★　死者の尊厳に配慮すること
★　遺族を尊重すること
★　物流や人的資源の制限に現実的に対応すること
★　死者の追跡可能性と身元確認を可能な限り効果的かつ効率的に行うこと
★　 次の必要な段階、すなわち身元不明の遺体を可能な限り多く確認するための適切かつ段階的な

作業の準備である。もし法医学の専門家がいれば、彼らが初動対応者による作業の結果を基に
調査を行うことになるだろう。

緊急対応の期間と範囲は、災害の規模、状況、種類によって異なる。初動対応者、赤十字国際委員
会（ICRC）、世界保健機関（WHO）、国連（UN）などの国際機関、災害犠牲者身元確認（DVI）＊ 担
当者2  （通常、国際刑事警察機構のDVI 原則を用いる警察や法医学の専門家）との間の緊密な連絡と
調整は必須であり、できるだけ早く、理想的には災害が発生する前から行うべきである。
このアプローチをとれば、可能な限り多くの遺体を識別するための統制の取れた段階的な対応が可

能になる。

このマニュアル全体では、「dead bodies（死体）」や「the deceased（故人）」、「the dead（死者）」
といった用語は、より敬意を払い、技術的に正確な「human remains（遺体あるいは人体遺残物）」
という表現の代わりに使用されている（訳注）。これは、前者の方が読者にとって曖昧さが少ないためで
ある。また、「体の一部」という用語は、明確に人間の組織であるものの、全身ではないものを指
す。体の一部も、遺体と同様に扱われる。

訳注　 原書では主に dead bodies（死体）が用いられているが、本訳書では、日本語として丁寧な表現である「遺体」
を dead bodies に対する訳語として用いた。

＊DVI: Disaster Victim Identifi cation
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目　的
1 ．対応を計画し実施するために、機関間の効果的なリーダーシップと調整を促進する。
2．利用可能な資源が遺体の管理に効果的かつ効率的に活用されることを確保する。

概　要
1 ．災害管理計画は事前に策定されるべきである（付録 4参照）。
2． 計画には、遺体に対する特別な取り決め（例えば、付録 5参照）を含めるべきであり、それを初
動対応者が実践する。
★　 計画は、災害計画を担当する上級危機管理、保健、警察幹部、または法医学を担当する専門

家によって開始されるべきである
★　 特別な取り決めは、警察、宗教関係者、政府（保健省を含む）、地方公共団体、ボランティ

ア団体（赤十字・赤新月社を含む）、および専門家と共同で策定すべきである
★　特別な取り決めは、現地の既存の調整メカニズムに沿ったものでなければならない
★　調整は、地域、地方、国、国際の複数のレベルで必要である
★　 人道危機においては、国際支援は分野ごとにまとめられ3、保健分野は、他の分野と連携し
ながら、遺体の管理に関わる可能性が最も高い分野である

3．対応を行うにあたっては、事前の調整が不可欠である。
★　必要となる対応の規模と範囲を評価する
★　必要なリソース（例えば、法医学チーム、安置所／遺体保管施設、遺体袋など）を確保する
★　遺体の管理を担当する地域／国の機関と連絡を取る
★　遺体の管理と遺族への対応に関する行動計画を実践する
★　 遺体および行方不明者または死亡したと推定される者に関する情報を収集および管理し、行

方不明者に関する情報を行方不明者情報記録票（付録 2）に記録する
★　遺体の管理と身元確認について、家族や地域社会と正確な情報を共有する
★　遺体の一時的な保管や埋葬を含め、文化的な慣行に従って適切に遺体を管理する

計画と調整事項には、初動対応者に必要な資機材の準備を盛り込むべきである。次頁 BOX 1 の
＊印の項目は必須項目であり、それ以外は備えておくことが望ましい項目である。

2．計画と調整
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Box1．遺体の回収に必要な資機材
防護装備：
1 ． 防水エプロン＊

2 ． ディスポーザブルつなぎ服：XXL、
XL、Lサイズが望ましい

3． 保護メガネ（ゴーグルなど）
4． 手袋（Ｌサイズの重作業用および納棺
用）＊

5 ． ゴム長靴（洗浄可能なもの）＊

6 ． マスク（外科用ディスポーザブル）
7． マスク（化学物質・防毒マスク）+交換
用フィルター

8． 虫除け
9． 日焼け止め
10． 手指および表面消毒剤（石鹸、液体）＊

11． ウェットティッシュ
12． 救急箱＊

収容・搬送・保管資機材：
1 ． 遺体袋（持ち手付搬送用バッグ）＊

2 ． 担架（ストレッチャー）
3． 白シーツ
4． 記載欄付きジッパー式プラスチック袋
（証拠品保管用） 3サイズ＊

5 ． スクリューキャップ付サンプルの密封保
存用容器

6． 紙袋　 3サイズ
7． 産業廃棄物用ごみ袋
8． 遺骨収納用段ボール箱
9． 防水テープ
10． カッターまたはハサミ
11． サンプル容器（プラスチック製、ラベル

記入スペース付き）
12． DNAサンプル採取キット（FTA／ワッ

トマン紙ベース）（初動対応者のみ。指
導する管理者がいる場合）

13． 防水シート／ビニールシート
14． ロープ（25ｍ）
15． スコップ
16． つるはし
17． スクリーン（中メッシュ）
18． タオル
19． 斧／鉈（なた）
20． Ｔ字型探針　長さ 2 m以上
21． 通信機器

記録保管資機材：
1 ． 足首サイズの結束バンド＊

2 ． 遺体識別タグ（付録 3 参照）；あらかじ
め番号が印刷されている防水加工のも
の。もしくは、固有遺体識別コードを書
き込めるタグ（頑丈なプラスチックまた
は金属製で、結束バンド用の穴と書き込
みスペース付き）を使用する。＊

3 ． 消えないマーカー＊

4 ． 筆記具＊

5 ． 懐中電灯（LED／ヘッドランプ／その
他）

6． ノートパソコン
7． カメラ（できればデジタル、700万～800
万画素のもの。予備のバッテリー、メモ
リーカード、ノートパソコン用のメモ
リーカードリーダーを含む）＊

8 ． 定規（目盛付きの基準スケール）
9． 杭（アルミニウム、テントの杭）
10． 巻尺（金属製、10ｍ）
11． 現場を確保するためのバリケードまたは

規制テープ（少なくとも100ｍ）
12． 塗装用スプレー（缶）
13． ペグ／フラッグ（証拠をマーキングする

ための）
14． 記入用紙：遺体情報記録票（付録 1）お

よび行方不明者情報記録票（付録 2）＊

15． 記入用紙：国際刑事警察機構指定遺体発
見現場記録用紙、生前情報記録用紙
（Ante-mortem：AM）、および検視記
録用紙（Post-mortem：PM）

16． ステープラー（ホッチキス）および針
17． クリップボード
18． Ａ 4 サイズ方眼紙、できれば防水加工の

もの（防水加工の紙がない場合は、ク
リップボードや書類を入れるフォルダー
にビニールカバーを付ける）

19． 方位磁石
20． 北矢印
21． GPS
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効果的な現地での調整
♦　既存の災害対応計画に従い、できるだけ早く、遺体の管理に関する全権と責任を担う現地の調整

機関を特定し、その人物の氏名を明確にする（例：都道府県知事、警察署長、軍／自衛隊指揮
官、市区町村長など）。

♦　医療関係者や病院長をコーディネーターに指名することは推奨されない。彼らの主務は生存者、
傷病者に対する医療活動にあるからである。

♦　遺体の管理を調整するチームを結成する。軍／自衛隊、民間防衛、消防、地域の救命救急、捜
索・救助組織、国内の赤十字社・赤新月社、地域の葬儀場、葬儀業者、検死官など、対応できる
主要な関係者を加える。埋葬を含む文化的な慣習に精通している宗教指導者やその他の関係者も
加える。

♦　保健担当者または国連人道問題調整事務所（UNOCHA）が現地にいる場合は、国際的な捜索救
助チームやDVI（災害犠牲者身元確認）チームとの連絡調整を行うため、チームに加える。ま
た、現地で調達不能なもので国際的な支援が必要なもの、その支援を実現するために当局との連
絡調整を担う担当者を任命する（国際機関の一覧は付録11を参照）。

♦　以下の活動のいずれか、または複数を担当する者を任命し、本マニュアルの該当する章を提供す
ること。
★　健康と安全（第 3章：すべての初動対応者向け）
★　遺体への固有識別コードの付与（第 4章）
★　遺体の写真撮影およびデータの記録（第 5章）
★　遺体の収容（第 6章）
★　遺体の一時保管（第 7章）
★　追跡可能な遺体の長期保管および処理（第 8章）
★　遺族および家族に対する支援（第 9章）
★　行方不明者に関する情報収集および管理（第10章）
★　家族および報道機関とのコミュニケーション（第11章）
★　ロジスティクス（第 4・ 5・ 6・ 7・ 8章）

効果的な地域および政府での調整
♦　できるだけ早く、遺体管理を担当する政府または地域の調整責任者を任命し、適切な権限を与え

ること（例：大臣、知事、警察署長、軍／自衛隊指揮官、市区町村長など）。
♦　災害管理計画の大量死者発生事案の節を参照すること。
♦　主要関係者を含む調整グループを設置し、以下の事項について助言を行うこと。

★　地方公共団体および責任者との連携
★　後方支援（例：軍／自衛隊・警察）
★　遺体への固有識別コードの付与、データ収集・記録に関する技術支援
★　遺体および行方不明者・推定死亡者に関する情報管理
★　身元確認および死亡証明に関する法的問題の対応
★　一般市民および報道機関との情報共有・対応
★　 外国人遺体の管理に関する外交団、政府間・国際機関（例：国連、世界保健機関（WHO）、

赤十字国際委員会（ICRC）、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）、国際刑事警察機構）との
連携（付録 9参照）

行うべきことと避けるべきこと
♦　すべての災害対応計画に遺体管理を含めること。
♦　初動対応者が遺体への対応が想定される災害に対して、事前計画を立てること。
♦　良い初動対応は遺体の身元確認を促進し、その数を確実に増加させることを理解すること。
♦　防災計画において、遺体問題を無視してはならない。
♦　遺族のニーズを無視してはならない。
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Box1．遺体の回収に必要な資機材
防護装備：
1 ． 防水エプロン＊

2 ． ディスポーザブルつなぎ服：XXL、
XL、Lサイズが望ましい

3． 保護メガネ（ゴーグルなど）
4． 手袋（Ｌサイズの重作業用および納棺
用）＊

5 ． ゴム長靴（洗浄可能なもの）＊

6 ． マスク（外科用ディスポーザブル）
7． マスク（化学物質・防毒マスク）+交換
用フィルター

8． 虫除け
9． 日焼け止め
10． 手指および表面消毒剤（石鹸、液体）＊

11． ウェットティッシュ
12． 救急箱＊

収容・搬送・保管資機材：
1 ． 遺体袋（持ち手付搬送用バッグ）＊

2 ． 担架（ストレッチャー）
3． 白シーツ
4． 記載欄付きジッパー式プラスチック袋
（証拠品保管用） 3サイズ＊

5 ． スクリューキャップ付サンプルの密封保
存用容器

6． 紙袋　 3サイズ
7． 産業廃棄物用ごみ袋
8． 遺骨収納用段ボール箱
9． 防水テープ
10． カッターまたはハサミ
11． サンプル容器（プラスチック製、ラベル

記入スペース付き）
12． DNAサンプル採取キット（FTA／ワッ

トマン紙ベース）（初動対応者のみ。指
導する管理者がいる場合）

13． 防水シート／ビニールシート
14． ロープ（25ｍ）
15． スコップ
16． つるはし
17． スクリーン（中メッシュ）
18． タオル
19． 斧／鉈（なた）
20． Ｔ字型探針　長さ 2 m以上
21． 通信機器

記録保管資機材：
1 ． 足首サイズの結束バンド＊

2 ． 遺体識別タグ（付録 3 参照）；あらかじ
め番号が印刷されている防水加工のも
の。もしくは、固有遺体識別コードを書
き込めるタグ（頑丈なプラスチックまた
は金属製で、結束バンド用の穴と書き込
みスペース付き）を使用する。＊

3 ． 消えないマーカー＊

4 ． 筆記具＊

5 ． 懐中電灯（LED／ヘッドランプ／その
他）

6． ノートパソコン
7． カメラ（できればデジタル、700万～800
万画素のもの。予備のバッテリー、メモ
リーカード、ノートパソコン用のメモ
リーカードリーダーを含む）＊

8 ． 定規（目盛付きの基準スケール）
9． 杭（アルミニウム、テントの杭）
10． 巻尺（金属製、10ｍ）
11． 現場を確保するためのバリケードまたは

規制テープ（少なくとも100ｍ）
12． 塗装用スプレー（缶）
13． ペグ／フラッグ（証拠をマーキングする

ための）
14． 記入用紙：遺体情報記録票（付録 1）お

よび行方不明者情報記録票（付録 2）＊

15． 記入用紙：国際刑事警察機構指定遺体発
見現場記録用紙、生前情報記録用紙
（Ante-mortem：AM）、および検視記
録用紙（Post-mortem：PM）

16． ステープラー（ホッチキス）および針
17． クリップボード
18． Ａ 4 サイズ方眼紙、できれば防水加工の

もの（防水加工の紙がない場合は、ク
リップボードや書類を入れるフォルダー
にビニールカバーを付ける）

19． 方位磁石
20． 北矢印
21． GPS
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主要な関係者を加える。埋葬を含む文化的な慣習に精通している宗教指導者やその他の関係者も
加える。

♦　保健担当者または国連人道問題調整事務所（UNOCHA）が現地にいる場合は、国際的な捜索救
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♦　以下の活動のいずれか、または複数を担当する者を任命し、本マニュアルの該当する章を提供す
ること。
★　健康と安全（第 3章：すべての初動対応者向け）
★　遺体への固有識別コードの付与（第 4章）
★　遺体の写真撮影およびデータの記録（第 5章）
★　遺体の収容（第 6章）
★　遺体の一時保管（第 7章）
★　追跡可能な遺体の長期保管および処理（第 8章）
★　遺族および家族に対する支援（第 9章）
★　行方不明者に関する情報収集および管理（第10章）
★　家族および報道機関とのコミュニケーション（第11章）
★　ロジスティクス（第 4・ 5・ 6・ 7・ 8章）
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♦　主要関係者を含む調整グループを設置し、以下の事項について助言を行うこと。
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★　後方支援（例：軍／自衛隊・警察）
★　遺体への固有識別コードの付与、データ収集・記録に関する技術支援
★　遺体および行方不明者・推定死亡者に関する情報管理
★　身元確認および死亡証明に関する法的問題の対応
★　一般市民および報道機関との情報共有・対応
★　 外国人遺体の管理に関する外交団、政府間・国際機関（例：国連、世界保健機関（WHO）、

赤十字国際委員会（ICRC）、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）、国際刑事警察機構）との
連携（付録 9参照）

行うべきことと避けるべきこと
♦　すべての災害対応計画に遺体管理を含めること。
♦　初動対応者が遺体への対応が想定される災害に対して、事前計画を立てること。
♦　良い初動対応は遺体の身元確認を促進し、その数を確実に増加させることを理解すること。
♦　防災計画において、遺体問題を無視してはならない。
♦　遺族のニーズを無視してはならない。
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目　的
1 ．遺体の安全な取り扱いを促進する。
2．初動対応者や一般市民に遺体から感染症が拡大するリスクは、極めて低いことへの理解を深め
る。

注：本章では、化学物質や放射線に関連する災害は対象としていない。これらは通常の初動対応者の
対応範囲および能力を超えており、通常の初動対応者が対応にあたるべきではない。

　　　また、本章は、エボラウイルス病など強い感染力をもつ疾患による死者に対応する初動対応者
が、網羅すべき要件についても取り扱っていない。これらの場合、特別な訓練および専用の防護
装備が必須である（付録 6を参照）。

　　　以下の内容は、主として自然災害に関するものである。

概　要
1 ．災害後には、遺体が疫病を引き起こすのではないかという不安が生じることが多い。
2．このような一般的な思い込みには科学的根拠がなく、報道機関や一部の医療・災害関係者によっ
て誤って報道されることがある４。

3．このような風評による政治的圧力は、拙速かつ非人道的な集団埋葬や、いわゆる「消毒剤」の使
用といった、不必要で医学的根拠のない対応を招く可能性がある。

4．一般に、自然災害による遺体が疫病を引き起こすことはない。
5．生存者の方が、はるかに感染症を拡大させる可能性が高い。
6．遺体が感染症の流行に関する健康リスクとなるのは、死因が強い感染力をもつ疾患（例：エボラ
ウイルス病、コレラ、ラッサ熱）によって生じた場合、またはそのような感染症が風土病として
存在する地域で自然災害が発生した場合に限られる。

7．遺体の不適切な管理は、遺族に長期的な精神的苦痛を与えるだけでなく、社会的・法的問題を引
き起こす原因にもなる。

感染症の伝播と遺体
♦ 通常、自然災害の犠牲者は、外傷、溺水、火災などによって死亡し、感染症によって死亡するこ

とは少ない。
♦ このような災害による犠牲者は、死亡時にペスト、コレラ、腸チフス、炭疽、エボラウイルス病

といった感染症に感染している可能性は低い。
♦ 一部の犠牲者は、Ｂ型またはＣ型肝炎ウイルスやHIV などの血液媒介性慢性感染症、あるいは

結核、下痢症、その他の感染症を有している場合がある。
♦ 感染性病原体は、遺体内で一定期間生存するが、多くは48時間以内に死滅する。一方で、HIV5

やエボラウイルス6のように、48時間を超えて生存する病原体も存在する。

3． 衛生と安全
―遺体による感染症リスク対策
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一般市民へのリスク
♦　遺体から排出された糞便により、水源が汚染され、下痢症などを引き起こす可能性があるという

リスクが指摘されているが、このリスクは実際に観測されたり記録されたりしたことはない。

遺体管理者へのリスク
♦　災害で死亡した人の遺体には、血液がついていたり、糞便やその他の体液（胃の内容物など）が

漏れていたりすることがある。
♦　血液、糞便、その他の体液に直接接触する者は、以下の疾病に罹患する可能性がある。

★　Ｂ型およびＣ型肝炎
★　HIV/AIDS
★　下痢性疾患

♦　強い感染力をもつ疾患による流行（エピデミック）下で遺体を取り扱う場合には、高い感染リス
クが存在する。代表的な例としては、エボラウイルス病、その他のウイルス性出血熱、コレラな
どが挙げられる。（付録 6参照）

♦　遺体管理者は以下のその他の危険にもさらされる。
★　危険な環境（例：倒壊した建物、落下物、熱中症、低体温症など）での作業による負傷や、

土壌を介して感染する破傷風のリスク
★　遺体管理という役割により、家族や友人、地域住民からの差別・偏見を受けるなどの心理社

会的問題
★　深い悲しみにある地域住民が怒りを示し、遺体管理に関わる初動対応者の受け入れを拒むよ

うな事態

遺体管理者の安全上の注意
♦　衛生および安全対策は、現場に存在する環境上の危険要因を考慮して講じる必要がある。
♦　基本的な衛生管理は、血液やその他の体液を介して感染する疾患から作業者を守るために有効で

ある。
♦　作業者は、可能であれば災害発生前に、以下の点について訓練を受けておくべきである。

★　防水性の手袋、エプロン、長靴など、基本的な
個人防護具の使用方法（図 3 . 1 参照）

★　手で顔や口を拭わないこと
★　マスクの着用は必須ではないことの理解
★　遺体を取り扱った後および食事の前には、石鹸

と水で手を洗うこと
★　再使用する衣類や器具は十分に洗浄すること
★　遺体の搬送に使用した車両は清掃すること

♦　閉ざされた換気のない空間からの遺体回収は慎重に
行う必要がある。死後数日が経過し腐敗が進むと、
アンモニアなどの有害な毒性ガスが充満する可能性
がある。閉鎖空間では、新鮮な空気による換気のた
めの時間を確保する必要がある。状況によっては、
有毒ガス、煙、粉じんなどが存在する場合に備え、
衛生および安全確保のために特殊なマスクの使用が
求められることがある。

♦　遺体の取り扱いにあたる者に対しては、同僚や管理
者とのデブリーフィングを含む心理社会的支援が提
供される体制を整えるべきである。また、同僚、家
族、その他の社会的ネットワークも支援の担い手と
なり得る。

♦　遺体袋の使用に関する推奨事項については、第 6章
を参照。

図 3 . 1 ： 基本的な個人防護具は、手袋、エ
プロン、長靴である（なお、彼が
手に持っているマスクは必須では
ない）。
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行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺体の捜索および収容を開始する前に、現場の安全確認（セキュリティクリアランス）を得るべ

きである。
♦ 初動対応者が、潜在的に危険な環境に入るリスクを認識していることを確認すべきである。
♦ 遺体は丁重かつ慎重に取り扱うべきである。
♦ 自然災害（地震、洪水、台風など）による死亡においては、基本的な感染予防策を講じていれ

ば、感染症の二次的伝播リスクは極めて低いことを認識する必要がある。
♦ 自然災害により発生した遺体は、原則として感染症の流行を引き起こす原因とはならないこと

を、関係者および地域住民に対して周知すべきである。（ただし、死因が強い感染力をもつ疾患
による場合や、当該災害が感染症の風土病地域で発生した場合はこの限りではない。）

♦ 遺体の管理に従事する作業者に対しては、必要な支援（心理社会的支援など）を提供する。
♦ 死因が強い感染力をもつ疾患である場合には、訓練を受けていない初動対応者に遺体の管理を担

当させてはならない。
♦ 感染症が風土病として存在する地域においても、未訓練の初動対応者による遺体の取り扱いは避

けなければならない。
♦ 化学的または放射線のリスクを伴う災害においては、初動対応者に遺体の管理をさせてはならな

い。
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目　的
1 ．遺体に固有識別コードを付与する方法を説明する。

概　要
1 ．遺体の紛失を防ぎ、適切な記録と追跡可能性を確保し、身元確認を支援するために、すべての遺
体に固有識別コードを付与しなければならない。

2．各遺体について収集・記録されたすべての情報にも、この固有識別コードを対応させる必要があ
る。

3．遺体に付与される固有識別コードは、単なる番号ではなく、重複や混乱を避けるために、文字と
数字の組み合わせで構成されるべきである。

手　順
♦ 各遺体または遺体の一部に対して、文字と連番を含む固有識別コードを割り当てること。
♦ 固有識別コードは、決して重複させてはならない。
♦ 固有識別コードの作成にあたっては、あらかじめ標準的な方法について合意を得ておくことが望

ましい。
♦ 固有識別コードの一例としては、次の三要素を組み合わせたものが挙げられる。すなわち、①遺

体が発見された場所の名称、②遺体を発見したチームの名称、③連番である。
♦ 遺体の発見場所および発見チーム名をコードに含めることで、識別コードとしての有効性が高ま

る。また、この固有識別コードは、遺体情報記録票（付録 1参照）にも必ず記載すること。
♦ 固有識別コードには、単純な番号のみを使用してはならない。重複や混乱を招くおそれがあるた

めである。

遺体の固有識別コードは、すべての写真に明記するとともに、遺体から収集されたすべてのデータ
（記録用紙や関連する証拠を含む）に必ず付されていなければならない。

ラベル
♦ 付録 3 は、遺体の固有識別コードおよび証拠保全の連鎖（Chain of Custody）　を記録するため

に使用可能なラベルの一例である。防水仕様のラベル（またはプラスチックで密封された紙） 2
枚に固有識別コードを記入し、次の箇所に確実に取り付けなければならない。
★ 遺体（例：手首または足首）または遺体の一部
★ 遺体または遺体の一部を収納する容器（例：遺体袋、覆布、または部位用の袋）

4． 遺体への
固有識別コードの付与
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行うべきことと避けるべきこと
♦ 各遺体には、可能な限り速やかに固有識別コードを割り当てること。
♦ これを遺体（またはその一部）およびその収納容器の両方に確実に取り付けること。
♦ 必ず、すべての写真および遺体に関するすべての記録データに、固有識別コードが含まれてお

り、読み取れる状態であることを確認する。
♦ 固有識別コードとして単なる数字のみを使用してはならない。重複や混乱を招く可能性があるた

めである。

13

 

目　的
1 ．遺体は、写真撮影および簡単なデータの収集・記録によって記録すべきであることを説明する。
2．必要な写真およびデータの収集・記録方法を説明する。

概　要
1 ．法医学の専門家が現場に動員されるまでには、数日以上を要することがある。そのため、初動対
応者が遺体の写真を撮影し、情報を収集・記録する初期段階において、重要な機会を得ることに
なる。これらの貴重な機会は、遺体が腐敗するにつれて失われてしまう。

2．遺体の身元確認は、以下の要素に基づいて行われる。すなわち、①遺体の適切な収容（固有識別
コードの割り当て、ラベリング、一時保管などによって再取得可能な状態とすること）、②可能
な限り速やかに遺体から情報（写真を含む）を収集すること、③その情報を、行方不明者または
死亡が推定される個人に関する情報と照合することである（第10章参照）7。

3 ．遺体の写真撮影および情報の収集・記録は、できる限り早期に行うことが望ましい。しかし、腐
敗が進行した段階であっても、初動対応者により身元確認に資する有用な情報が得られる可能性
はある。

4．付録 1の遺体情報記録票は、将来的な身元確認に有用な簡易かつ重要な情報を収集するために使
用することができる。

基本原則
♦ 通常の状況下においては、腐敗の進行前に、専門家の関与のもと目視による確認が正式な身元確

認手段として用いられる。しかし、災害後に専門家の管理が及ばない状況では、目視による確認
は誤認を招くおそれがある。こうした誤認は、遺族に深刻な精神的苦痛と法的混乱をもたらし、
関係当局にとっても重大な問題となる。

♦ 特に頭部周辺に損傷、腐敗、血液、体液、汚泥等が存在する場合、目視による確認を誤る可能性
を高める。

♦ 多数の遺体を正確に識別するためには、法医学的専門知識が必要である。
♦ 災害時には、目視による確認だけに頼るのではなく、追加の基準（照合情報、指紋、歯科検査、

DNAなど）を併用することが望ましい。これらの手法を成功させるには、初動対応者による初
期対応が極めて重要であり、遺体への固有識別コードの割り当て、当該コードの遺体への貼付、
写真撮影、遺体情報記録票への記入に大きく依存している。遺体には必ず固有識別コードをラベ
ルで貼付し、記録用紙にも同一のコードを記載しなければならない。

♦ 分離した遺体の一部は、完全な遺体として扱わなければならず、近くにある遺体に属するもので
あると安易に推定してはならない。

5． 遺体の写真撮影および
データの記録
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写真撮影（状況が許容され、撮影機材が利用可能な場合は必須）
♦ 遺体の腐敗が始まる前の早期段階に写真を撮影することの重要性は、いくら強調してもしすぎる

ことはない。可能な限り、遺体の固有識別コードを割り当てた時点、すなわち収容の際に撮影す
べきである。これは、遺体の身元特定を可能にするうえで、最も重要な手がかりとなる可能性が
高い。

♦ すべての写真には、固有識別コードが含まれ、判読可能でなければならない。既に遺体に取り付
けたラベルが小さすぎる、あるいはすべての写真で使用できない場合には、写真撮影用に新たな
ラベルを作成する必要がある。

♦ 利用可能であれば、デジタルカメラを使用することで、写真の保存および共有が容易になる。
♦ 顔貌や服装が写真に正確に記録されるよう、必要に応じて遺体を清拭し、外観が明瞭になるよう

にすること。
♦   写真は、以下の各部分を別々の写真で撮影する必要がある。

★ 身体の全体像（正面から）（図 5 . 1 ）
★ 顔の全体像（正面から）（図 5 . 2 ）
★ 明らかに識別可能な特徴（図 5 . 3 ～図 5 . 6 ）
★ 着用しているすべての衣服やその他の物品（例：ブレスレット）（図 5 . 2 ～図 5 . 6 ）
★ 可能であれば、スケール（定規など）も含めることが望ましい

♦ 状況が許す場合、または後日改めて撮影可能な場合には、固有識別コードを含めて以下の部位を
追加で撮影することができる。
★ 遺体の上半身
★ 遺体の下半身
★ 顔の側面
★ 遺留品

♦ 写真撮影に際しては、以下の点に留意すること。
★ ピントが合っていない不鮮明な写真は、識別に使用できない
★ 遺体に近接して撮影する必要がある。たとえば顔を撮影する場合、顔が画面全体に収まるよ

うに構図を調整すること
♦ 歪みを抑えるため、カメラのレンズは被写体面に対して垂直（直角）に構える。例えば、頭部側

や足側に立って全身を撮影するのではなく、遺体の横（体の中央付近）に立ち、同じ高さから撮
影するようにする。

 遺体の写真撮影およびデータの記録

15

5 . 1 ：身体の全体像（正面から）

5 . 2 ：顔の全体像（正面から）

5 . 4 ：識別可能な身体的特徴および所持品

図 5：遺体収容時の記録に適した写真の例

5 . 3 ：識別可能な身体的特徴および所持品

5 . 6 ：識別可能な身体的特徴および所持品
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遺体に関するデータ
♦ 遺体の一般的な状態、保存状況、身体的特徴および外見などの基本的情報は、可能な限り速やか

に収集しなければならない。実際には困難な状況も多いが、腐敗が始まる前に情報を取得するよ
う最大限努めるべきである。

♦ 情報の記録は、遺体の収容作業の開始と同時に実施すべきである。収容チームには、遺体情報記
録票（付録 1）を用いて、遺体および収容場所に関する情報を記録する専任者を配置することが
推奨される。この記録票は、遺体およびその収容場所に関する基本情報を記録するための簡易な
様式である。

♦ 1 体の遺体に明確に関連付けられる所持品または、その他の物品については、遺体とともに遺体
袋または容器内に収納し、固有識別コードのもとで記録すること8。これにより、所持品の紛失
や取り違えのリスクを最小限に抑えることができる。

♦ 遺体およびそれに対応する所持品、ならびに関連情報（遺体情報記録票、写真等）は、すべての
過程において追跡可能でなければならない。この目的のため、遺体または関連書類を他の適切な
機関に引き渡す際には、証拠保全の連鎖（Chain of Custody）の一環として、遺体情報記録票を
記録媒体として活用することが強く推奨される（付録 1・Ｄ項参照）。

記録（必須）
♦ 付録 1の遺体情報記録票を使用し、固有識別コードとともに、以下の情報を必ず記録すること。

★ 性別（全身を調査せずに判別可能な場合）
★ 推定年齢層（乳児、小児、青年、成人、高齢者）
★ 所持品（装身具、衣類、身分証明書、運転免許証など）
★ 衣類を脱がせることなく確認可能な、皮膚上の明瞭な特徴（例：入れ墨、瘢痕、母斑）
★ 明らかな身体の変形

♦ あわせて以下の情報も記録すること。
★ 身長
★ 髪の色および長さ
★ 明瞭な歯の特徴

保全（必須）
♦ 遺体からの所持品について検査・記録・写真撮影を行った後は、それらを発見された位置に応じ

て、遺体または衣類の中に戻しておくこと。
♦ 衣類は遺体に着用させたままにしておくこと。

遺体の身元確認および遺族への引き渡し
♦ 遺体の身元確認および引き渡しの責任は、管轄当局にある。
♦ 遺体の科学的身元確認は、法医学専門家の責任領域であり、国際刑事警察機構DVI（災害犠牲

者身元確認）ガイドラインに基づいて実施される。可能であれば、こうした専門家を識別過程に
関与させるべきである。

♦ しかし、状況によっては法医学専門家が関与できないまたは参加できない場合があることも認識
されている。

♦ そのような場合には、目視による確認の信頼性を高めるため、遺族の心理的負担を最小限に抑え
るような確認環境を整備する必要がある。

♦ 特に腐敗が始まる前に撮影された高品質な写真の確認は、目視による確認よりも信頼性が高い可
能性がある。ただし、この方法も遺族にとっては極めて大きな精神的負担となることに留意しな
ければならない。

♦ 衣類や所持品の写真を併せて閲覧することで、目視による確認を補完することができる。
♦ 写真内に固有識別コードが明示されていることにより、正確な遺体の照合および引き渡しが可能

となる。
♦ 識別が不可能な遺体については、法医学専門家による調査が可能となるまで、適切に保管されな

ければならない（第 8章参照）。

 遺体の写真撮影およびデータの記録
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行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺体情報記録票を使用し、判読可能な文字で正確に記入する。
♦ 写真撮影に関するガイドラインに従うこと。すなわち、腐敗が始まる前のできるだけ早い段階

で、固有識別コードが明示された鮮明な写真を撮影することが、後の身元識別において極めて重
要である。

♦ 遺体から衣類、所持品、その他の遺留品を取り外してはならない（ただし、検査・記録・撮影の
ための一時的な取り扱いを除く）。これらは、後の身元識別に役立つ貴重な手がかりとなる可能
性がある。
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目　的
1 ．遺体の収容に対する取り組み方を説明する。

概　要
1 ．生存者の救出およびケアは、遺体の収容よりも優先されるべきである。
2．遺体を適切な方法で収容することにより、将来的な身元識別が大幅に容易になる。
3．災害の種類および被災地域の状況（例：地震、台風、地滑り、山間部の集落または都市部など）
は、遺体収容の方法および所要時間に大きな影響を及ぼす。

4．本章の内容は、将来的な身元確認のために不可欠であり、第 3章「衛生と安全－遺体による感染
症リスク対策」、第 4章「遺体への固有識別コードの付与」、第 5章「遺体の写真撮影およびデー
タの記録」とあわせて参照することが望ましい。

5．この段階の計画にあたっては、遺体収容の時点で固有識別コードの割り当て、写真撮影、および
データの記録を行うことを検討すべきである。

遺体の捜索
♦ 遺体の発見は、多くの場合、生存している家族、友人、その他の初動対応者によって行われる。
♦ その後、組織的かつ経験豊富な捜索・収容チームが現場に到着する。
♦ 災害に伴って発生する倒壊建物やその他の危険な場所から遺体を収容する作業には重大なリスク

が伴うことを強調する必要がある。災害対応の各段階、特に収容活動においては、負傷や死亡事
故が多く報告されており、衛生と安全の確保を最優先事項として作業を進めなければならない。

遺体の収容
♦ 遺体を迅速に収容することは、後の身元確認を円滑にし、生存者に対する心理的負担を軽減する

という点で重要な優先事項である。ただし、これは生存者への支援を目的とした他の介入を妨げ
るものであってはならない。

♦ 理想的には、遺体を搬送する時点で、固有識別コードの割り当て、写真撮影、遺体情報の記録、
および関連資料の保全を同時に実施することが望ましい（第 4章および第 5章を参照）。

♦ 成人の遺体は取り扱いが困難であり、通常、搬送には少なくとも 2名の作業者を要する。
♦ 収容作業においては、チームの安全確保が最優先である。
♦ 遺体の収容に従事する者は、第 3章「衛生と安全」に精通していなければならない。

遺体袋または同様の保管用資器材が使用可能な場合
♦ 遺体は、収容場所において遺体袋に納めるべきである。通常、成人の遺体を遺体袋に入れて搬送

するには、少なくとも 2名の作業者を要する（図 6 . 1 ～ 6 . 6 参照）。

 6． 遺体の収容
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 6． 遺体の収容
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図 6 . 1 ～ 6 . 6 ：遺体を遺体袋に納めるための横転（サイドロール）

手順： 遺体は、固有識別コードを手首にタグとして取り付けたうえで、まず地面に安置する（図 6 . 1 ）。その後、
遺体を横向きに転位する（図 6 . 2 ）。遺体袋は部分的に巻き上げた状態とし、その巻き上げた部分を遺体の
背中側すぐ近くに配置する（図 6 . 2 ）。次に、遺体を仰向けに戻す（図 6 . 3 ）。その後、遺体袋の巻き上げた
部分を展開する（図 6 . 4 ）。袋を閉じる（図 6 . 5 ）。最後に、袋にラベルを貼付する（図 6 . 6 ）。

 遺体の収容
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遺体袋または同様の保管用資器材が使用できない場合
♦ 遺体袋が使用できない場合、遺体を搬送する最良の方法は、遺体の両側に一人ずつ立って搬送す

る方法である。
♦ 一人が頭部と骨盤を支え、もう一人が背中上部と大腿下部を支え、遺体を持ち上げ移動させる。
♦ あるいは、体重が重い場合や、 3人目の補助者がいる場合は、 1人が遺体の頭側に立って頭と肩

を支え、残りの 2人が体の両側で背中、骨盤、脚を支える。この場合、搬送は足側を先頭として
行う。

遺体収容後の対応
♦ 遺体を収容した後は、可能な限り冷涼な場所に保管し、直射日光、腐肉食動物（scavengers）

による損壊、人目を避けた状態で適切に保全しなければならない。
♦ 理想的には、冷涼な場所に保管できていない場合であっても、各遺体を遺体袋または同様の保管

用資器材に収容することが望ましい。
♦ 収容センターが設置されている場合（第 7 章参照）、遺体はその後の処理のため同センターに搬

送されなければならない。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺体を適切に収容することは、その尊厳を守るとともに、後の身元確認に資するものであること

を理解すること。
♦ 遺体の適切な収容には、固有識別コードの付与、写真撮影、および遺体情報記録票の記入が含ま

れることを理解すること。
♦ 収集した情報は、紛失しないよう確実に保全すること。
♦ 生存者の救助・支援を目的とする活動を妨げたり、中断させたりしてはならない。
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目　的
1 ．遺体の一時保管の目的および考えられる選択肢について説明する。

概　要
1 ．通常の対応能力を超える災害が発生した場合、遺体を迅速に処理することが困難となり、一時的
に遺体を保管する必要が生じる可能性がある。

2．遺体の一時保管の目的は、遺体の尊厳を保持し、できる限り良好な状態で保存・保護するととも
に、身元確認の可能性を高めることにある。

3．高温多湿の環境では、12～48時間以内に腐敗が進行し、顔貌による識別が困難になるおそれがあ
る。

4．遺体の一時保管のために、収容センターを設置する必要がある。また、必要に応じて（まだ行わ
れていない場合は）遺体からの情報収集・記録（写真撮影を含む）もこの時点で実施するべきで
ある。

5．必要な情報を収集した後、適切な一時保管手段が確保できない場合には、身元不明の遺体は一時
的に埋葬することができる。

保管の選択肢
♦ いずれの保管方法を用いる場合であっても、各遺体または遺体の一部は、保管前に遺体袋または

これに準じる保管用資器材に収容しておくべきである。
♦ 固有識別コードは、防水ラベルまたは密封されたプラスチック袋に入れた紙に記載して使用する

こと。固有識別コードを遺体や遺体袋・シートに直接記入するのみでは、保管中に消失したり、
シートと遺体が分離したりする可能性があるため、これを避けなければならない。

♦ 最も推奨される保管方法は、適切な場所（例：収容センター内）に設置された冷蔵コンテナの使
用である。

♦ 冷蔵コンテナが使用できない場合には、次のいずれかの方法が望ましい。
♦ ①できる限り低温を保てる、日光を避けた屋内等の管理された場所に整理して保管する方法、②

一時的な埋葬（下記参照）。

冷蔵保管
♦ 2 ～ 4 ℃（35.6～39.2°F）での冷蔵保管が最も望ましい選択肢である。
♦ 商業用の海上輸送会社が使用する冷蔵コンテナは、適切な棚を設置すれば、最大で約50体の遺体

を保管することが可能である。
♦ 災害現場においては十分な数の冷蔵コンテナが確保されていないことが多く、冷蔵設備が利用可

能になるまでの間は、冷涼かつ管理された部屋や環境などの代替的な保管手段を活用する必要が
ある。

 7． 遺体の一時保管
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一時的な埋葬
♦ 固有識別コードの付与、写真撮影、および遺体情報記録票の記入を経たうえで実施される一時的

な埋葬は、他に適切な保管方法が存在しない場合や、長期間にわたる一時保管が必要な場合、ま
た文化的慣習と矛盾しない場合において、有効な初期保管手段となり得る。

♦ 地中の温度は通常、地表よりも低いため、自然な冷却効果と保護効果が得られ、腐肉食動物
（scavengers）による損壊からの保護にも資する。

♦ 将来的な遺体の特定および再収容を確実に行うためには、以下の点に留意して埋葬地を設営すべ
きである。
★ 遺体が少数である場合には個別の墓穴を使用し、多数の場合には塹壕（トレンチ）型の埋葬

を行うこと
★ 埋葬の深さは1.5ｍとし、飲用水源からは最低でも200ｍ以上離すこと
★ 塹壕型埋葬においては、遺体同士の間隔を0.4ｍ以上確保すること（図 7 . 1 参照）
★ 遺体は一層に並列で配置する （重ねて埋葬してはならない）
★ 各遺体には明確にラベルを付し、固有識別コードと位置情報を地上に明示すること
★ 必要に応じて、遺体を交互（頭と足の向きを互い違い）にして埋葬することを検討する
★ 固有識別コードに基づき遺体の位置を記録した埋葬地の略図（スケッチマップ）を作成する

こと（第 4章参照）

氷
♦ ドライアイス（固体二酸化炭素）の使用は推奨されない。これは、毒性のある二酸化炭素を発生

させるほか、冷却による凍傷の危険性があり、また物流上の大きな課題を伴うためである。
♦ 氷（凍結水）の使用も、可能な限り避けるべきである。その理由は以下のとおりである。

★ 高温地域では氷が急速に溶解し、大量の氷が必要となる
★ 氷の溶解によって大量の汚れた排水が発生し、それが下痢性疾患を引き起こすおそれがある
★ この排水の処理には、追加の管理的負担が生じる
★ 水分が遺体や所持品（例：身分証明書など）を損傷させる可能性がある

行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺体は尊厳を保った方法で保管すること。
♦ 遺体を保護し、後の身元確認を容易にするために、必要に応じて一時的な保管手段を使用するこ

と。
♦ ドライアイス（固体二酸化炭素）の使用は避けること。

 遺体の一時保管
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図 7 . 1 ：2004年12月26日スマトラ島沖地震にともなう津波災害後のタイにおける遺体の一時埋葬
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目　的
1 ．遺体の尊厳を保持するために、収容から最終処理に至るまでの一連の過程において、追跡可能な
状態を確保すること。

2．身元不明または引き取り手のない遺体および関連証拠について、継続的な調査および将来的な身
元確認の可能性を前提とした長期保管の方法を明示すること。

3．各遺体の正確な保管場所、および関連情報や所持品の所在が確実に把握されることを保証するこ
と。

4．身元が確認されていない遺体に対しても、家族や地域社会が追悼の意を表するための場を提供す
ること。

概　要
1 ．身元が判明しているすべての遺体は、遺族またはその共同体に引き渡され、地域の慣習および方
法に従って処理されるべきである。

2．一方、身元不明または引き取り手のない遺体については、長期保管（または地域の慣習に応じた
その他の処理）が必要となる。

3．このような遺体は、将来的な身元確認および遺族への返還に備えて、適切に保存され、かつ記録
されなければならない。

遺体の処理および長期保管の方法
♦ 多数の遺体を伴う災害においては、埋葬が最も推奨される選択肢であり、将来の身元確認の可能

性に備えて証拠を保存する最も効果的な方法である。

 埋葬条件 
♦ 遺体の埋葬場所として、明確に区画され管理された特定の区域を設定すべきである（付録 7 参

照）。
♦ 場所の選定にあたっては、地域の慣習や住民の意向、土地所有権について慎重に考慮しなければ

ならない。
♦ 埋葬地の利用は、近隣住民に受容されるものであるべきである。
♦ 埋葬地は、被災した地域社会の構成員が訪れることができるよう、十分に近接した場所に設ける

べきである。
♦ 埋葬地は明確に表示され、少なくとも10ｍ幅の緩衝帯（バッファゾーン）で囲まれ、そこには深

根性の樹木を植栽することで、居住区域との間に空間的区切りを設けることが望ましい。
♦ 土壌条件と最高地下水位を考慮すべきである。可能な限り、乾燥した（砂質粘土質の）アルカリ

性土壌条件が望ましい。これにより水質汚染とDNA劣化を防止できる。
♦ 生分解性の遺体袋、石灰その他の化学物質の使用は避けるべきである。

8． 追跡可能な遺体の
長期保管および処理
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目　的
1 ．遺体の尊厳を保持するために、収容から最終処理に至るまでの一連の過程において、追跡可能な
状態を確保すること。

2．身元不明または引き取り手のない遺体および関連証拠について、継続的な調査および将来的な身
元確認の可能性を前提とした長期保管の方法を明示すること。

3．各遺体の正確な保管場所、および関連情報や所持品の所在が確実に把握されることを保証するこ
と。

4．身元が確認されていない遺体に対しても、家族や地域社会が追悼の意を表するための場を提供す
ること。

概　要
1 ．身元が判明しているすべての遺体は、遺族またはその共同体に引き渡され、地域の慣習および方
法に従って処理されるべきである。

2．一方、身元不明または引き取り手のない遺体については、長期保管（または地域の慣習に応じた
その他の処理）が必要となる。

3．このような遺体は、将来的な身元確認および遺族への返還に備えて、適切に保存され、かつ記録
されなければならない。

遺体の処理および長期保管の方法
♦ 多数の遺体を伴う災害においては、埋葬が最も推奨される選択肢であり、将来の身元確認の可能

性に備えて証拠を保存する最も効果的な方法である。

 埋葬条件 
♦ 遺体の埋葬場所として、明確に区画され管理された特定の区域を設定すべきである（付録 7 参

照）。
♦ 場所の選定にあたっては、地域の慣習や住民の意向、土地所有権について慎重に考慮しなければ

ならない。
♦ 埋葬地の利用は、近隣住民に受容されるものであるべきである。
♦ 埋葬地は、被災した地域社会の構成員が訪れることができるよう、十分に近接した場所に設ける

べきである。
♦ 埋葬地は明確に表示され、少なくとも10ｍ幅の緩衝帯（バッファゾーン）で囲まれ、そこには深

根性の樹木を植栽することで、居住区域との間に空間的区切りを設けることが望ましい。
♦ 土壌条件と最高地下水位を考慮すべきである。可能な限り、乾燥した（砂質粘土質の）アルカリ

性土壌条件が望ましい。これにより水質汚染とDNA劣化を防止できる。
♦ 生分解性の遺体袋、石灰その他の化学物質の使用は避けるべきである。

8． 追跡可能な遺体の
長期保管および処理
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♦ 例外的な状況下においては、塹壕（トレンチ）型の埋葬を用いる必要が生じる可能性があり、適
適切に管理される限り許容される。

墓地の構築（埋葬における墓の設置基準）
♦ 遺体は、明確に標示された個別の墓所に埋葬すべきである。
♦ 甚大な災害（すなわち、極めて多数の死者と、個別埋葬を行うための資源・能力が著しく制限さ

れた状況）においては、トレンチ（塹壕）型の埋葬が不可避となる場合がある。
 　墓地は、湧水や河川から少なくとも30ｍ以上、井戸や飲料水源からは200ｍ以上離す必要があ

る。
♦ 地域における宗教的慣習によっては、遺体の向き（例：頭部を東向きまたはメッカの方向へ向け

る）に対する配慮が求められる。
 　トレンチ埋葬では、単列で並べられた遺体を、互いに平行かつ0.4ｍの間隔を空けて配置する

必要がある。
♦ 墓穴の深さに関する国際的な標準勧告は存在しないが、以下の条件が推奨される。

★ 墓穴の深さは1.5ｍから 3ｍの範囲が望ましい
★ 埋葬人数が 5人未満の場合、墓底と地下水位の間には少なくとも1.2ｍ（砂地の場合は1.5ｍ）

の間隔を設けること
★ 集団墓地の場合は、地下水位が少なくとも2.5ｍ以上の深さにあり、墓底は飽和帯の上端か

ら0.7ｍ以上離れていること
★ これらの距離は、土壌条件に応じて増加させる必要がある場合がある

トレーサビリティ（遺体の追跡可能性）
♦ 埋葬地の詳細な記録および地図化は、遺体の処理過程を通して追跡可能性を確保するために極め

て重要である。このような記録により、身元不明のままの遺体についても、最終的な処理場所を
正確に把握することが可能となる。

♦ 各遺体およびその遺体袋または棺には、埋葬前に、防水ラベル、またはプラスチック袋に入れた
紙に記載した固有遺体識別コードを用いて、確実にタグ付けしておかなければならない。

♦ 地表には、埋葬された遺体の正確な位置を示す恒久的な表示を設置し、その表示にも同様に固有
識別コードを記すこと。表示はコンクリート製等の耐久性の高い素材を用いるのが望ましく、腐
敗しやすいものや容易に除去可能な素材による表示は避けなければならない。

♦ 埋葬地全体・個別の墓・各遺体とその固有識別コードについて、リスト化および地図化を行うこ
と。特に、埋葬地全体についてはGPS 座標の取得が強く推奨される。

♦ 埋葬地全体、墓、遺体に関するすべての情報は集約し一元的に記録・保管されなければならな
い。これには、将来的な法医学的調査や、遺体の身元が判明した際に家族または共同体へ引き渡
すために必要となる、遺体ごとの正確な位置情報が含まれる必要がある。加えて、この情報は少
なくとも 2か所以上の異なる機関または場所に複製して保管することが、情報の安全性確保の観
点から強く推奨される。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺体、所持品、または関連文書の受け取りや引き渡し時には、証拠保全の連鎖記録票（Chain of 

Custody Form）や受領書など、適切な様式を使用し、遺体の追跡可能性を確保すること。
♦ 身元不明の遺体は埋葬すべきである。
♦ 身元不明遺体については、最終的な処理（埋葬等）の正確な位置を標示し、地図化し、記録した

上で、その情報を集約し一元管理することにより、追跡可能性を確実に確保する。
♦ 身元不明の遺体を火葬したり、混合埋葬したりしてはならない。
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目　的
1 ．遺族への支援の重要性について、初動対応者に認識させること。
2．一連の過程を通じて、遺族が配慮され、尊重されることを保証すること。

概　要
1 ．死者および遺族は常に尊重されなければならない。
2．被災した家族にとって最優先事項は、行方不明となっている親族の消息を把握することである。
3．誠実かつ正確な情報を常に提供しなければならない。
4．一連の過程を通じて、遺族に対しては思いやりと配慮のある対応が求められる。
5．遺族に対する心理社会的支援を検討すべきである。
6．文化的および宗教的ニーズは、一連の過程を通じて十分に考慮されなければならない。

遺体の身元確認
♦ 遺族支援のため、家族連絡担当窓口（ファミリー・リエゾン）を設置することが望ましい。
♦ 家族が行方不明者を届け出られる機会を確保し、必要な追加情報を提供すること。
♦ 遺族には、遺体の収容および身元確認の方法や所要期間を含めた、現実的な見通しを伝えること

が求められる。
♦ 身元確認作業は、可能な限り迅速に開始されるべきである。
♦ 児童に対して、遺体の目視による身元確認を求めるべきではない。
♦ 遺族には、身元が確認された結果や関連する情報を、他者より先に通知しなければならない。
♦ 身元が確認された遺体は、速やかに近親者へ引き渡されるべきである。
♦ 身元確認後、遺族が死を受け入れるプロセス（グリーフ・プロセス）の一環として遺体を確認す

ることを希望する場合、その意向を尊重し、確認時に予想される状況について事前に説明するこ
とが望ましい。

文化的および宗教的側面
♦ すべての宗教および文化において、遺族の最大の願いは、家族の遺体の身元が確認されることで

ある。
♦ 遺体の収容・管理・身元確認の過程に対する理解と受容を促進するため、宗教指導者や地域社会

のリーダーから助言および支援を得るべきである。
♦ 遺体の尊厳を欠いた取り扱いや処理は、遺族にさらなる心理的外傷を与えるおそれがあるため、

いかなる場合においても避けなければならない。処理を含む一連の遺体管理は、倫理的かつ慎重
に行われなければならず、宗教的・文化的な配慮を常に尊重する必要がある。

9． 遺族および
家族に対する支援
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♦ 例外的な状況下においては、塹壕（トレンチ）型の埋葬を用いる必要が生じる可能性があり、適
適切に管理される限り許容される。

墓地の構築（埋葬における墓の設置基準）
♦ 遺体は、明確に標示された個別の墓所に埋葬すべきである。
♦ 甚大な災害（すなわち、極めて多数の死者と、個別埋葬を行うための資源・能力が著しく制限さ

れた状況）においては、トレンチ（塹壕）型の埋葬が不可避となる場合がある。
 　墓地は、湧水や河川から少なくとも30ｍ以上、井戸や飲料水源からは200ｍ以上離す必要があ

る。
♦ 地域における宗教的慣習によっては、遺体の向き（例：頭部を東向きまたはメッカの方向へ向け

る）に対する配慮が求められる。
 　トレンチ埋葬では、単列で並べられた遺体を、互いに平行かつ0.4ｍの間隔を空けて配置する

必要がある。
♦ 墓穴の深さに関する国際的な標準勧告は存在しないが、以下の条件が推奨される。

★ 墓穴の深さは1.5ｍから 3ｍの範囲が望ましい
★ 埋葬人数が 5人未満の場合、墓底と地下水位の間には少なくとも1.2ｍ（砂地の場合は1.5ｍ）

の間隔を設けること
★ 集団墓地の場合は、地下水位が少なくとも2.5ｍ以上の深さにあり、墓底は飽和帯の上端か

ら0.7ｍ以上離れていること
★ これらの距離は、土壌条件に応じて増加させる必要がある場合がある

トレーサビリティ（遺体の追跡可能性）
♦ 埋葬地の詳細な記録および地図化は、遺体の処理過程を通して追跡可能性を確保するために極め

て重要である。このような記録により、身元不明のままの遺体についても、最終的な処理場所を
正確に把握することが可能となる。

♦ 各遺体およびその遺体袋または棺には、埋葬前に、防水ラベル、またはプラスチック袋に入れた
紙に記載した固有遺体識別コードを用いて、確実にタグ付けしておかなければならない。

♦ 地表には、埋葬された遺体の正確な位置を示す恒久的な表示を設置し、その表示にも同様に固有
識別コードを記すこと。表示はコンクリート製等の耐久性の高い素材を用いるのが望ましく、腐
敗しやすいものや容易に除去可能な素材による表示は避けなければならない。

♦ 埋葬地全体・個別の墓・各遺体とその固有識別コードについて、リスト化および地図化を行うこ
と。特に、埋葬地全体についてはGPS 座標の取得が強く推奨される。

♦ 埋葬地全体、墓、遺体に関するすべての情報は集約し一元的に記録・保管されなければならな
い。これには、将来的な法医学的調査や、遺体の身元が判明した際に家族または共同体へ引き渡
すために必要となる、遺体ごとの正確な位置情報が含まれる必要がある。加えて、この情報は少
なくとも 2か所以上の異なる機関または場所に複製して保管することが、情報の安全性確保の観
点から強く推奨される。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺体、所持品、または関連文書の受け取りや引き渡し時には、証拠保全の連鎖記録票（Chain of 

Custody Form）や受領書など、適切な様式を使用し、遺体の追跡可能性を確保すること。
♦ 身元不明の遺体は埋葬すべきである。
♦ 身元不明遺体については、最終的な処理（埋葬等）の正確な位置を標示し、地図化し、記録した

上で、その情報を集約し一元管理することにより、追跡可能性を確実に確保する。
♦ 身元不明の遺体を火葬したり、混合埋葬したりしてはならない。
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目　的
1 ．遺族への支援の重要性について、初動対応者に認識させること。
2．一連の過程を通じて、遺族が配慮され、尊重されることを保証すること。

概　要
1 ．死者および遺族は常に尊重されなければならない。
2．被災した家族にとって最優先事項は、行方不明となっている親族の消息を把握することである。
3．誠実かつ正確な情報を常に提供しなければならない。
4．一連の過程を通じて、遺族に対しては思いやりと配慮のある対応が求められる。
5．遺族に対する心理社会的支援を検討すべきである。
6．文化的および宗教的ニーズは、一連の過程を通じて十分に考慮されなければならない。

遺体の身元確認
♦ 遺族支援のため、家族連絡担当窓口（ファミリー・リエゾン）を設置することが望ましい。
♦ 家族が行方不明者を届け出られる機会を確保し、必要な追加情報を提供すること。
♦ 遺族には、遺体の収容および身元確認の方法や所要期間を含めた、現実的な見通しを伝えること

が求められる。
♦ 身元確認作業は、可能な限り迅速に開始されるべきである。
♦ 児童に対して、遺体の目視による身元確認を求めるべきではない。
♦ 遺族には、身元が確認された結果や関連する情報を、他者より先に通知しなければならない。
♦ 身元が確認された遺体は、速やかに近親者へ引き渡されるべきである。
♦ 身元確認後、遺族が死を受け入れるプロセス（グリーフ・プロセス）の一環として遺体を確認す

ることを希望する場合、その意向を尊重し、確認時に予想される状況について事前に説明するこ
とが望ましい。

文化的および宗教的側面
♦ すべての宗教および文化において、遺族の最大の願いは、家族の遺体の身元が確認されることで

ある。
♦ 遺体の収容・管理・身元確認の過程に対する理解と受容を促進するため、宗教指導者や地域社会

のリーダーから助言および支援を得るべきである。
♦ 遺体の尊厳を欠いた取り扱いや処理は、遺族にさらなる心理的外傷を与えるおそれがあるため、

いかなる場合においても避けなければならない。処理を含む一連の遺体管理は、倫理的かつ慎重
に行われなければならず、宗教的・文化的な配慮を常に尊重する必要がある。

9． 遺族および
家族に対する支援
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支援の提供
♦ 心理社会的支援は、被災者のニーズ、文化的背景、状況に応じて適切に調整されるべきであり、

地域における対処法（coping mechanisms）を考慮することが望ましい。
♦ 現地の組織、たとえば各国赤十字・赤新月社、非政府組織（NGO）、宗教団体などは、被災者に

対して緊急的な心理社会的支援を提供できる場合が多い。
♦ 同伴者のいない未成年者や、その他の脆弱な集団（要配慮者）には、優先的な支援を提供すべき

である。可能であれば、拡大家族（祖父母・叔父叔母・いとこ等の親戚）や地域社会の一員と再
会させ、その保護下に置くことが望ましい。

♦ 葬儀に関連する儀式の実施には、物的支援（例：埋葬用の布、棺、薪など）が必要となる場合が
ある。

♦ 被災者に対しては、特別な法的配慮（例：死亡証明書の迅速な発行など）を講じる必要があり、
当該地域において広く周知されなければならない。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺族に影響を及ぼす意思決定に関しては、可能な限り早期の段階から彼らを関与させるべきであ

る。
♦ 遺族および親族に対して、誤った希望や過度な期待を抱かせるような言動は慎むべきである。
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目　的
1 ．初動対応者に対し、後の遺体の身元確認には以下が必要であることを周知すること。
★ 行方不明者のリストの作成、および
★ 行方不明者に関する情報収集

2．遺体の身元確認が可能となるよう、行方不明者に関する情報が効果的に収集・記録され、必要に
応じて参照可能な状態で管理されることを確保すること。

　注：ここでいう「行方不明者」には、死亡が推定される者（推定死亡者）も含まれる。

概　要
1 ．行方不明者（推定死亡者を含む）の名簿と、それらの者に関する情報が存在し、遺体に関する情
報と照合可能でなければ、遺体の身元確認を行うことはできない。

組織的取り決め
♦ 防災計画の即時実施の一環として、情報センターは広域および／または地域レベルに設置すべき

である。　
♦ 地域内において、情報管理を担当する者を速やかに任命し、行方不明者リストを作成すべきであ

る。
♦ 担当者の責務には、情報の集約と一元化、ならびに地域住民との連携が含まれる。彼らは、安否

調査依頼や情報の受付、ならびに発見または身元確認された人物や遺体に関する情報の提供にお
いて、特に重要な役割を担う。

♦ 信頼性が高く集約された行方不明者リストは、身元確認作業に向けた不可欠かつ必須の手順であ
る。赤十字国際委員会や各国の赤十字・赤新月社の安否調査サービスが当該業務を支援し得る。

♦ 災害時の混乱の中では、ひとりの行方不明者について複数の家族や異なる機関から重複して届け
出がなされることが多い。このため、混乱や重複を防止するには、氏名（名・姓）および通称を
標準化された様式で記録し、すべての案件に固有識別コードを付与することが重要である。

10． 行方不明者に関する
情報収集および管理
（推定死亡者を含む）
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支援の提供
♦ 心理社会的支援は、被災者のニーズ、文化的背景、状況に応じて適切に調整されるべきであり、

地域における対処法（coping mechanisms）を考慮することが望ましい。
♦ 現地の組織、たとえば各国赤十字・赤新月社、非政府組織（NGO）、宗教団体などは、被災者に

対して緊急的な心理社会的支援を提供できる場合が多い。
♦ 同伴者のいない未成年者や、その他の脆弱な集団（要配慮者）には、優先的な支援を提供すべき

である。可能であれば、拡大家族（祖父母・叔父叔母・いとこ等の親戚）や地域社会の一員と再
会させ、その保護下に置くことが望ましい。

♦ 葬儀に関連する儀式の実施には、物的支援（例：埋葬用の布、棺、薪など）が必要となる場合が
ある。

♦ 被災者に対しては、特別な法的配慮（例：死亡証明書の迅速な発行など）を講じる必要があり、
当該地域において広く周知されなければならない。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 遺族に影響を及ぼす意思決定に関しては、可能な限り早期の段階から彼らを関与させるべきであ

る。
♦ 遺族および親族に対して、誤った希望や過度な期待を抱かせるような言動は慎むべきである。

31

 

目　的
1 ．初動対応者に対し、後の遺体の身元確認には以下が必要であることを周知すること。
★ 行方不明者のリストの作成、および
★ 行方不明者に関する情報収集

2．遺体の身元確認が可能となるよう、行方不明者に関する情報が効果的に収集・記録され、必要に
応じて参照可能な状態で管理されることを確保すること。

　注：ここでいう「行方不明者」には、死亡が推定される者（推定死亡者）も含まれる。

概　要
1 ．行方不明者（推定死亡者を含む）の名簿と、それらの者に関する情報が存在し、遺体に関する情
報と照合可能でなければ、遺体の身元確認を行うことはできない。

組織的取り決め
♦ 防災計画の即時実施の一環として、情報センターは広域および／または地域レベルに設置すべき

である。　
♦ 地域内において、情報管理を担当する者を速やかに任命し、行方不明者リストを作成すべきであ

る。
♦ 担当者の責務には、情報の集約と一元化、ならびに地域住民との連携が含まれる。彼らは、安否

調査依頼や情報の受付、ならびに発見または身元確認された人物や遺体に関する情報の提供にお
いて、特に重要な役割を担う。

♦ 信頼性が高く集約された行方不明者リストは、身元確認作業に向けた不可欠かつ必須の手順であ
る。赤十字国際委員会や各国の赤十字・赤新月社の安否調査サービスが当該業務を支援し得る。

♦ 災害時の混乱の中では、ひとりの行方不明者について複数の家族や異なる機関から重複して届け
出がなされることが多い。このため、混乱や重複を防止するには、氏名（名・姓）および通称を
標準化された様式で記録し、すべての案件に固有識別コードを付与することが重要である。

10． 行方不明者に関する
情報収集および管理
（推定死亡者を含む）
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行方不明者の情報
♦ 集約された行方不明者リストの作成と並行して、各行方不明者に関する個別の情報収集を開始す

ることが重要である。これらの情報は、家族、友人、その他の関係者から得られ、「行方不明者
情報記録票（Missing Person Information Form）」に記録される。個別の状況に対応できるよ
う、一部の項目が編集可能な簡易版の記録票は付録 2に示されている。情報収集は、本来であれ
ば訓練を受けた人員により実施されるべきであるが、必要に応じて初動対応者が対応する場合も
ある。行方不明者の家族には、極度の心理的負担がかかっていることを踏まえ、常に共感と敬意
をもって対応することが求められる。

♦ 面接を行う家族に対しては、収集した情報が身元確認の目的のみに使用されることに対する同意
を求め、その同意を記録することが望ましい。行方不明者に関する情報は極めて機密性の高いも
のとして取り扱い、許可されていない第三者に共有してはならない。

情報の一元化
♦ 行方不明者および身元不明遺体に関する情報は、データ管理の専門家の指導のもと、電子データ

ベースに一元的に保管されることが望ましく、追跡および身元確認作業を支援する手段となる。
♦ 情報を一元化し中央データベースに集約することにより、法医学の専門家が身元不明遺体に関す

る情報と行方不明者に関する情報を比較・照合しやすくなる。
♦ 遺体とそれに関連する情報を調整され標準化された方法で管理することにより、身元確認の成功

率を最大化し、誤認の可能性を最小限に抑えることが可能となる。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 行方不明者情報記録票は、情報センターとの連携を経たうえで使用し、できる限り正確かつ判読

可能な文字で記入すること。
♦ 行方不明者に関するいかなる情報も、権限のない者や報道機関に共有してはならない。（訳注）

訳注　 日本国内においては、災害時の個人情報の取扱いについて、個人情報保護法の例外規定が適用される場合があ
る。すなわち、人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合
には、民間事業者については同法第27条第 1 項第 2 号、行政機関等については同法第69条第 2 項第 2 号又は第
4 号に基づき、関係機関への情報提供が認められることがある。しかし、報道機関等への提供については、た
とえ例外規定に該当する場合であっても、その公益性、必要性、プライバシーへの配慮等を総合的に勘案し、
慎重かつ厳格に判断すべきである。
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目　的
1 ．適切な個人情報・機密情報の取扱いを通じて、被災者の尊厳を守り、家族への敬意を示すこと。
2．正確かつ最新の情報を定期的に発信するなど、適切な公的コミュニケーションにより、被災者の
収容および身元確認プロセスの円滑な遂行に寄与すること。

概　要
♦ 適切な広報活動は、犠牲者の収容および身元確認プロセスの成功に寄与する。
♦ 正確で明瞭、かつ迅速に更新される情報は、被災したコミュニティが経験するストレスを軽減

し、流言の拡散を抑制し、誤情報の訂正を可能にする。
♦ ニュースメディア（テレビ、ラジオ、新聞やインターネット）は、大規模災害発生時において、

遺族および一般市民との情報伝達の重要な手段である。国内外のジャーナリストは、災害発生直
後に現地へ到着することが多い。

遺族への情報提供
♦ 行方不明者および死亡者の親族向け情報センターを、可能な限り早急に設置し、捜索および遺体

収容活動に関する情報を定期的に提供できるようにすべきである。
♦ 遺体の身元確認に関しては、最終的な結果のみを提供するものとし、それ以外の段階では、より

一般的な情報を提供するにとどめるべきである。
♦ 身元が確認された犠牲者の遺族には、報道機関への情報公開に先立ち、個別に通知する必要があ

る。
♦ 大規模災害において、すべての犠牲者の遺族を個別に招集することが困難な場合には、以下のよ

うな多様な手段を用いて情報提供を行うことが望ましい。
★ インターネット、ソーシャルメディア
★ 掲示板
★ 新聞、テレビ、ラジオなど

報道機関との協働
♦ 一般に、ジャーナリストは責任をもって正確に報道しようとするものである。彼らに適切な情報

を提供し続けることで、不正確な報道が行われる可能性を最小限に抑えることができる。
♦ 報道機関とは、積極的かつ建設的に関与すべきである。

★ 地元および国際報道機関に対応するために、報道機関連絡担当者を任命すること
★ 可能な限り被災地域に近い場所に報道機関連絡担当者を配置すること

♦ 積極的な協力姿勢をとり、定期的なブリーフィングの実施やインタビューの調整などを行うこ
と。

11． 家族および報道機関との
コミュニケーション
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行方不明者の情報
♦ 集約された行方不明者リストの作成と並行して、各行方不明者に関する個別の情報収集を開始す

ることが重要である。これらの情報は、家族、友人、その他の関係者から得られ、「行方不明者
情報記録票（Missing Person Information Form）」に記録される。個別の状況に対応できるよ
う、一部の項目が編集可能な簡易版の記録票は付録 2に示されている。情報収集は、本来であれ
ば訓練を受けた人員により実施されるべきであるが、必要に応じて初動対応者が対応する場合も
ある。行方不明者の家族には、極度の心理的負担がかかっていることを踏まえ、常に共感と敬意
をもって対応することが求められる。

♦ 面接を行う家族に対しては、収集した情報が身元確認の目的のみに使用されることに対する同意
を求め、その同意を記録することが望ましい。行方不明者に関する情報は極めて機密性の高いも
のとして取り扱い、許可されていない第三者に共有してはならない。

情報の一元化
♦ 行方不明者および身元不明遺体に関する情報は、データ管理の専門家の指導のもと、電子データ

ベースに一元的に保管されることが望ましく、追跡および身元確認作業を支援する手段となる。
♦ 情報を一元化し中央データベースに集約することにより、法医学の専門家が身元不明遺体に関す

る情報と行方不明者に関する情報を比較・照合しやすくなる。
♦ 遺体とそれに関連する情報を調整され標準化された方法で管理することにより、身元確認の成功

率を最大化し、誤認の可能性を最小限に抑えることが可能となる。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 行方不明者情報記録票は、情報センターとの連携を経たうえで使用し、できる限り正確かつ判読

可能な文字で記入すること。
♦ 行方不明者に関するいかなる情報も、権限のない者や報道機関に共有してはならない。（訳注）

訳注　 日本国内においては、災害時の個人情報の取扱いについて、個人情報保護法の例外規定が適用される場合があ
る。すなわち、人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合
には、民間事業者については同法第27条第 1 項第 2 号、行政機関等については同法第69条第 2 項第 2 号又は第
4 号に基づき、関係機関への情報提供が認められることがある。しかし、報道機関等への提供については、た
とえ例外規定に該当する場合であっても、その公益性、必要性、プライバシーへの配慮等を総合的に勘案し、
慎重かつ厳格に判断すべきである。
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目　的
1 ．適切な個人情報・機密情報の取扱いを通じて、被災者の尊厳を守り、家族への敬意を示すこと。
2．正確かつ最新の情報を定期的に発信するなど、適切な公的コミュニケーションにより、被災者の
収容および身元確認プロセスの円滑な遂行に寄与すること。

概　要
♦ 適切な広報活動は、犠牲者の収容および身元確認プロセスの成功に寄与する。
♦ 正確で明瞭、かつ迅速に更新される情報は、被災したコミュニティが経験するストレスを軽減

し、流言の拡散を抑制し、誤情報の訂正を可能にする。
♦ ニュースメディア（テレビ、ラジオ、新聞やインターネット）は、大規模災害発生時において、

遺族および一般市民との情報伝達の重要な手段である。国内外のジャーナリストは、災害発生直
後に現地へ到着することが多い。

遺族への情報提供
♦ 行方不明者および死亡者の親族向け情報センターを、可能な限り早急に設置し、捜索および遺体

収容活動に関する情報を定期的に提供できるようにすべきである。
♦ 遺体の身元確認に関しては、最終的な結果のみを提供するものとし、それ以外の段階では、より

一般的な情報を提供するにとどめるべきである。
♦ 身元が確認された犠牲者の遺族には、報道機関への情報公開に先立ち、個別に通知する必要があ

る。
♦ 大規模災害において、すべての犠牲者の遺族を個別に招集することが困難な場合には、以下のよ

うな多様な手段を用いて情報提供を行うことが望ましい。
★ インターネット、ソーシャルメディア
★ 掲示板
★ 新聞、テレビ、ラジオなど

報道機関との協働
♦ 一般に、ジャーナリストは責任をもって正確に報道しようとするものである。彼らに適切な情報

を提供し続けることで、不正確な報道が行われる可能性を最小限に抑えることができる。
♦ 報道機関とは、積極的かつ建設的に関与すべきである。

★ 地元および国際報道機関に対応するために、報道機関連絡担当者を任命すること
★ 可能な限り被災地域に近い場所に報道機関連絡担当者を配置すること

♦ 積極的な協力姿勢をとり、定期的なブリーフィングの実施やインタビューの調整などを行うこ
と。

11． 家族および報道機関との
コミュニケーション
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一般市民との協働
♦ 情報センターは、死亡が確認された者および生存が確認された者の集約された最新リストを整備

し、担当職員が記録した行方不明者の情報とあわせて閲覧できるようにしておくべきである。
♦ 遺体の収容、身元確認、保管および処理の各プロセスに関する情報が、一般市民に対して提供さ

れるべきである。
♦ 死亡証明書の発行手続き等についても、必要に応じて説明が行われるべきである。

支援機関との協働
♦ 国連機関、赤十字国際委員会、各国の赤十字・赤新月社を含む人道支援要員および人道支援機関

は、被災したコミュニティと直接接触しており、現地情報の提供源となり得る存在である。
♦ 支援要員は、常に十分な情報を有しているとは限らず、とりわけ遺体に伴う感染リスクについ

て、相互に矛盾する情報を伝えてしまう場合がある。
♦ 遺体の取扱いに関する正確な情報が支援機関に提供されることは、流言や誤った情報の流布を抑

制するうえで有用である。

情報管理
♦ 犠牲者や遺族のプライバシーを尊重するよう配慮が必要である。
♦ 記者に対して、遺体の写真、個別の記録、または犠牲者の氏名に直接アクセスすることを許可す

べきではない。ただし、身元確認の過程を支援する目的で、これらの情報を管理された方法で公
表することを当局が決定する場合がある。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 家族および報道機関とのコミュニケーションに備えておくべきである。
♦ 家族および報道機関とは、積極的に情報伝達を行うべきである。
♦ 公式な経路を通じて、また活動に有利となるよう、報道機関を適切に活用することを検討すべき

である。
♦ 個人情報を報道機関に共有してはならない。
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1．遺体は疫病を引き起こすのか？
いいえ。自然災害による遺体が疫病を引き起こすことは、一般的にはない。これは、この種の災害

の犠牲者が通常、外傷、溺水、火災によって死亡し、疫病を引き起こす病原体を通常保有していない
ためである。
例外として、エボラウイルス病、ラッサ熱、コレラなどの強い感染力をもつ疾患により死亡した場

合、あるいはそのような感染症が常在する地域で災害が発生した場合には、遺体から疾病が拡散する
可能性がある。

2．一般市民に対する健康リスクは何か？
死因が強い感染力をもつ疾患によるものでない限り、一般市民に対するリスクは無視できる程度で

ある。しかし、遺体から排出された糞便由来の物質によって飲料水が汚染された場合、下痢症のリス
クが存在する。水系感染症を予防するためには、飲料水の通常の消毒処理で十分である。
（遺体を取り扱う者にとっての健康リスクについては、質問 6を参照のこと。）

3．遺体は水を汚染するのか？
はい。生存者の身体と同様に、遺体も水を汚染し得る。遺体からはしばしば糞便が漏出し、河川そ

の他の水源を汚染することがあり、その結果、下痢性疾患のリスクが生じる。
適切な処理を施した飲料水であれば、このような水系感染症は予防することが可能である。

4．遺体に消毒剤や石灰粉を散布することは有用か？
石灰粉は分解を早めることはなく、また遺体は一般市民に対して通常、感染リスクとはならないた

め、消毒剤を使用する必要はない。

5． 地元当局や記者は、遺体から一般市民への感染症リスクがあると言っている
が、これは正しいのか？

自然災害後の遺体からの感染症リスクは、多くの専門家や報道機関に誤解されている。現地や国際
的な保健医療従事者でさえ、誤った情報に基づいて理解していることが少なくなく、感染症の集団発
生や流行（疫病）に関する根拠のない噂を広める一因となっている。自然災害による遺体は、一般的
に伝染病を引き起こさない。遺体からの感染症のリスクが実際に問題となるのは、死者が強い感染力
をもつ疾患で死亡した場合、あるいはそのような感染症の流行地域で死亡した場合に限られる。たと
えそのような場合であっても、訓練を受けた遺体取扱者への感染リスクは低い（質問 6参照）。

12． よくある質問
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一般市民との協働
♦ 情報センターは、死亡が確認された者および生存が確認された者の集約された最新リストを整備

し、担当職員が記録した行方不明者の情報とあわせて閲覧できるようにしておくべきである。
♦ 遺体の収容、身元確認、保管および処理の各プロセスに関する情報が、一般市民に対して提供さ

れるべきである。
♦ 死亡証明書の発行手続き等についても、必要に応じて説明が行われるべきである。

支援機関との協働
♦ 国連機関、赤十字国際委員会、各国の赤十字・赤新月社を含む人道支援要員および人道支援機関

は、被災したコミュニティと直接接触しており、現地情報の提供源となり得る存在である。
♦ 支援要員は、常に十分な情報を有しているとは限らず、とりわけ遺体に伴う感染リスクについ

て、相互に矛盾する情報を伝えてしまう場合がある。
♦ 遺体の取扱いに関する正確な情報が支援機関に提供されることは、流言や誤った情報の流布を抑

制するうえで有用である。

情報管理
♦ 犠牲者や遺族のプライバシーを尊重するよう配慮が必要である。
♦ 記者に対して、遺体の写真、個別の記録、または犠牲者の氏名に直接アクセスすることを許可す

べきではない。ただし、身元確認の過程を支援する目的で、これらの情報を管理された方法で公
表することを当局が決定する場合がある。

行うべきことと避けるべきこと
♦ 家族および報道機関とのコミュニケーションに備えておくべきである。
♦ 家族および報道機関とは、積極的に情報伝達を行うべきである。
♦ 公式な経路を通じて、また活動に有利となるよう、報道機関を適切に活用することを検討すべき

である。
♦ 個人情報を報道機関に共有してはならない。
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1．遺体は疫病を引き起こすのか？
いいえ。自然災害による遺体が疫病を引き起こすことは、一般的にはない。これは、この種の災害

の犠牲者が通常、外傷、溺水、火災によって死亡し、疫病を引き起こす病原体を通常保有していない
ためである。
例外として、エボラウイルス病、ラッサ熱、コレラなどの強い感染力をもつ疾患により死亡した場

合、あるいはそのような感染症が常在する地域で災害が発生した場合には、遺体から疾病が拡散する
可能性がある。

2．一般市民に対する健康リスクは何か？
死因が強い感染力をもつ疾患によるものでない限り、一般市民に対するリスクは無視できる程度で

ある。しかし、遺体から排出された糞便由来の物質によって飲料水が汚染された場合、下痢症のリス
クが存在する。水系感染症を予防するためには、飲料水の通常の消毒処理で十分である。
（遺体を取り扱う者にとっての健康リスクについては、質問 6を参照のこと。）

3．遺体は水を汚染するのか？
はい。生存者の身体と同様に、遺体も水を汚染し得る。遺体からはしばしば糞便が漏出し、河川そ

の他の水源を汚染することがあり、その結果、下痢性疾患のリスクが生じる。
適切な処理を施した飲料水であれば、このような水系感染症は予防することが可能である。

4．遺体に消毒剤や石灰粉を散布することは有用か？
石灰粉は分解を早めることはなく、また遺体は一般市民に対して通常、感染リスクとはならないた

め、消毒剤を使用する必要はない。

5． 地元当局や記者は、遺体から一般市民への感染症リスクがあると言っている
が、これは正しいのか？

自然災害後の遺体からの感染症リスクは、多くの専門家や報道機関に誤解されている。現地や国際
的な保健医療従事者でさえ、誤った情報に基づいて理解していることが少なくなく、感染症の集団発
生や流行（疫病）に関する根拠のない噂を広める一因となっている。自然災害による遺体は、一般的
に伝染病を引き起こさない。遺体からの感染症のリスクが実際に問題となるのは、死者が強い感染力
をもつ疾患で死亡した場合、あるいはそのような感染症の流行地域で死亡した場合に限られる。たと
えそのような場合であっても、訓練を受けた遺体取扱者への感染リスクは低い（質問 6参照）。

12． よくある質問
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6．遺体を扱う者にはリスクがあるのか？
遺体を取り扱う者（救助活動従事者、遺体安置所の従事者など）については、死者が強い感染力を

もつ疾患（エボラウイルス病、ラッサ熱、コレラなど）に感染していた場合にリスクが存在する。こ
れらの疾病の病原体は、死亡後も一定期間遺体内に残存する。結核のように、人が死亡した後も非常
に長期間にわたって生存し得る病原体を保有する内部臓器については、通常、訓練を受けた専門要員
のみが実際の剖検時に取り扱うものであり、本マニュアルに記載されている手順にはこれらの操作は
含まれていない。また、遺体取扱者に生じ得る心理的影響に対応するための支援体制を整備しておく
必要がある。

7．作業員はマスクを着用すべきか？
腐敗した遺体から発せられる臭気は不快ではあるが、換気の良い場所においては、臭気自体が健康

上のリスクとなることはなく、このような環境では、健康上の理由からマスクを着用する必要は一般
的にない。ただし、有毒ガスや煙、粉じん等が存在する状況では、労働安全衛生上の観点から特殊な
マスクの着用が求められる場合がある。

8．遺体の収集はどれほど緊急を要するのか？
自然災害における直後の対応として、遺体の収容は最も緊急性の高い任務ではない。優先されるべ

きは、生存者の救出および救命・救護活動である。しかしながら、遺体は可能な限り速やかに（でき
れば腐敗が始まる前に）収容・撮影されるべきであり、あわせて遺体に関する基本的な情報を記録
し、固有識別コードを付与したうえで、一時的に保管することが望ましい。これらの対応を早期に実
施するほど、遺体の身元が確認される可能性は高まる。一方、強い感染力をもつ疾患による感染症流
行下においては、訓練を受けた担当職員による遺体の収容と適切な管理は、最優先で対処すべき課題
である。

9．遺体の処理を迅速化するために集団埋葬を用いるべきか？
公衆衛生上の理由から、犠牲者を迅速に集団埋葬することは正当化されない。遺体を撮影したり、

必要な情報を記録したりすることなく、またそれぞれの遺体の埋葬場所を追跡できる形で管理するこ
となく、拙速に処理してしまうことは、遺族および地域社会に深い心的外傷を与える可能性がある。
可能な限り多くの遺体の身元を確認するために必要な、これらの基本的な手順を踏むことで、遺族に
とっての重大な社会的・法的な問題を回避することができる。ただし、例外的な状況においては、遺
体を一時的に保管・保護するために、追跡可能な形で適切に管理された共同墓地（集団埋葬地）を用
いることは容認される。

10．短期的に、当局は遺体に対してどのような対応をすべきか？
可能な限り冷蔵コンテナを使用して、遺体を収容・保管するか、あるいは一時的に埋葬する必要が

ある。すべての遺体の身元を確認するために必要な、基本的かつ簡便な手順を確実に実施すべきであ
る。すなわち、各遺体の写真を撮影し、特徴を記載した情報を記録することが求められる。将来的に
専門的な法医学的調査が行われる可能性を考慮し、遺体は適切に保管または一時埋葬されるべきであ
る。

11．できる限り多くの遺体の身元を確認するために必要な最小限の手順とは何か？
災害後の遺体の身元確認は、しばしば複雑なプロセスとなる。できる限り多くの遺体の身元を確認

するために必要な最小限の手順については、『災害後の遺体管理マニュアル』に詳述されている。一
般的に、遺体の身元確認は、生前の情報と遺体から得られる情報とを照合することによって行われ
る。したがって、行方不明者や推定死亡者に関する情報（行方不明者リストおよび個別の情報）と、
遺体に関する情報（できるだけ腐敗が始まる前に撮影された写真、身体的特徴、衣類、所持品等の情
報）の双方が必要となる。これらの情報を適切に紐づけて管理するために、各遺体には固有識別コー
ドを付与する必要がある。このコードは、撮影される全ての写真、収集された情報一式、遺体本体、
遺体袋、および埋葬場所等に明記されなければならず、遺体の所在を記録・追跡し、必要に応じて回
収できる状態にしておくことが求められる。本来であれば、法医学の専門家の関与が望ましいが、現
場によってはそれが困難な場合もある。
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12．遺族にとっての潜在的なメンタルヘルス上の問題とは何か？
あらゆる宗教や文化において、遺族の強い願いは、愛する者の身元を確認することである。した

がって、遺体の身元確認に向けたあらゆる努力は、その助けとなる。
死を受け入れる過程や、個別の埋葬（あるいはその他の遺体の処理方法）といった伝統的な儀式

は、個人および地域社会の回復・癒しの過程において重要な要素である。
一方で、感染症流行下においては、健康上のリスクから、伝統的な埋葬儀礼が適切でない場合があ

る。これに伴って生じる心理的問題についても、十分に考慮する必要がある。

13．外国人の遺体はどのように取り扱うべきか？
災害で死亡した外国人旅行者の遺族も、地元住民の遺族と同様に、愛する者の身元が確認され、遺

体が遺族のもとに戻ることを望んでいる。適切な身元確認は、家族、社会、経済、および外交的にも
重要な意味を持つ。固有識別コードの割り当て、遺体の写真撮影、関連情報の収集と保存といった基
本的な手順を踏むことで、外国人の身元が確認される可能性を最大限に高めることができる。
外国の領事館や大使館に通知し、必要に応じて他の関連機関（赤十字国際委員会（ICRC）や国際

刑事警察機構など）に支援を要請することが望ましい。

14．私はボランティアだが、どのような支援ができるか？
ボランティアとして支援するには、遺体の適切な収容および管理の推進に協力し、必要な情報の記

録を補助することが考えられる。また、公的調整機関の指導のもとで、遺体の収容や処理を支援する
ことも可能である。ただし、このような困難な任務に従事するにあたっては、事前に十分な説明・助
言・訓練・装備・心理的支援を受ける必要がある。『災害後の遺体管理マニュアル』は、こうした活
動を行う上での基本的な枠組みとして参照すべきである。

15．私はNGOの代表だが、どのような支援ができるか？
NGOとして支援するには、調整機関と連携し、遺族への支援を行うとともに、必要な情報の収集

にあたることが有効である。あわせて、『災害後の遺体管理マニュアル』の普及を通じて、遺体の適
切な身元確認および処理の推進に寄与することも可能である。ただし、NGOが遺体の管理業務を担
うことは原則として想定されておらず、その任務を遂行するためには、当該業務に関して十分な訓練
を受けていること、ならびに法的権限を有する機関の指示および直接的な監督の下で活動することが
前提となる。

16．私は医療従事者だが、どのような支援ができるか？
生存者は、遺体よりもあなた（医療従事者）を必要としている。また、「遺体によって疫病が発生

する」との誤った通説に対抗するためには、専門的立場からの支援が極めて有益である。本課題につ
いては、同僚や報道関係者と積極的に意見を交わし、その際には『災害後の遺体管理マニュアル』を
参照することが望ましい。

17．私は報道関係者だが、どのような支援ができるか？
遺体による疫病の発生を防ぐために集団埋葬や焼却が必要であるとする発言や主張を耳にした場合

には、それに対して異議を唱えるべきである。
『災害後の遺体管理マニュアル』の内容を理解し、その周知に努めるとともに、可能であれば報道

においても同マニュアルに言及することが望ましい。
必要に応じて、世界保健機関（WHO）、パン・アメリカン保健機構（PAHO）、赤十字国際委員会

（ICRC）、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）、あるいは現地の赤十字・赤新月社に相談することが
推奨される。
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6．遺体を扱う者にはリスクがあるのか？
遺体を取り扱う者（救助活動従事者、遺体安置所の従事者など）については、死者が強い感染力を

もつ疾患（エボラウイルス病、ラッサ熱、コレラなど）に感染していた場合にリスクが存在する。こ
れらの疾病の病原体は、死亡後も一定期間遺体内に残存する。結核のように、人が死亡した後も非常
に長期間にわたって生存し得る病原体を保有する内部臓器については、通常、訓練を受けた専門要員
のみが実際の剖検時に取り扱うものであり、本マニュアルに記載されている手順にはこれらの操作は
含まれていない。また、遺体取扱者に生じ得る心理的影響に対応するための支援体制を整備しておく
必要がある。

7．作業員はマスクを着用すべきか？
腐敗した遺体から発せられる臭気は不快ではあるが、換気の良い場所においては、臭気自体が健康

上のリスクとなることはなく、このような環境では、健康上の理由からマスクを着用する必要は一般
的にない。ただし、有毒ガスや煙、粉じん等が存在する状況では、労働安全衛生上の観点から特殊な
マスクの着用が求められる場合がある。

8．遺体の収集はどれほど緊急を要するのか？
自然災害における直後の対応として、遺体の収容は最も緊急性の高い任務ではない。優先されるべ

きは、生存者の救出および救命・救護活動である。しかしながら、遺体は可能な限り速やかに（でき
れば腐敗が始まる前に）収容・撮影されるべきであり、あわせて遺体に関する基本的な情報を記録
し、固有識別コードを付与したうえで、一時的に保管することが望ましい。これらの対応を早期に実
施するほど、遺体の身元が確認される可能性は高まる。一方、強い感染力をもつ疾患による感染症流
行下においては、訓練を受けた担当職員による遺体の収容と適切な管理は、最優先で対処すべき課題
である。

9．遺体の処理を迅速化するために集団埋葬を用いるべきか？
公衆衛生上の理由から、犠牲者を迅速に集団埋葬することは正当化されない。遺体を撮影したり、

必要な情報を記録したりすることなく、またそれぞれの遺体の埋葬場所を追跡できる形で管理するこ
となく、拙速に処理してしまうことは、遺族および地域社会に深い心的外傷を与える可能性がある。
可能な限り多くの遺体の身元を確認するために必要な、これらの基本的な手順を踏むことで、遺族に
とっての重大な社会的・法的な問題を回避することができる。ただし、例外的な状況においては、遺
体を一時的に保管・保護するために、追跡可能な形で適切に管理された共同墓地（集団埋葬地）を用
いることは容認される。

10．短期的に、当局は遺体に対してどのような対応をすべきか？
可能な限り冷蔵コンテナを使用して、遺体を収容・保管するか、あるいは一時的に埋葬する必要が

ある。すべての遺体の身元を確認するために必要な、基本的かつ簡便な手順を確実に実施すべきであ
る。すなわち、各遺体の写真を撮影し、特徴を記載した情報を記録することが求められる。将来的に
専門的な法医学的調査が行われる可能性を考慮し、遺体は適切に保管または一時埋葬されるべきであ
る。

11．できる限り多くの遺体の身元を確認するために必要な最小限の手順とは何か？
災害後の遺体の身元確認は、しばしば複雑なプロセスとなる。できる限り多くの遺体の身元を確認

するために必要な最小限の手順については、『災害後の遺体管理マニュアル』に詳述されている。一
般的に、遺体の身元確認は、生前の情報と遺体から得られる情報とを照合することによって行われ
る。したがって、行方不明者や推定死亡者に関する情報（行方不明者リストおよび個別の情報）と、
遺体に関する情報（できるだけ腐敗が始まる前に撮影された写真、身体的特徴、衣類、所持品等の情
報）の双方が必要となる。これらの情報を適切に紐づけて管理するために、各遺体には固有識別コー
ドを付与する必要がある。このコードは、撮影される全ての写真、収集された情報一式、遺体本体、
遺体袋、および埋葬場所等に明記されなければならず、遺体の所在を記録・追跡し、必要に応じて回
収できる状態にしておくことが求められる。本来であれば、法医学の専門家の関与が望ましいが、現
場によってはそれが困難な場合もある。
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12．遺族にとっての潜在的なメンタルヘルス上の問題とは何か？
あらゆる宗教や文化において、遺族の強い願いは、愛する者の身元を確認することである。した

がって、遺体の身元確認に向けたあらゆる努力は、その助けとなる。
死を受け入れる過程や、個別の埋葬（あるいはその他の遺体の処理方法）といった伝統的な儀式

は、個人および地域社会の回復・癒しの過程において重要な要素である。
一方で、感染症流行下においては、健康上のリスクから、伝統的な埋葬儀礼が適切でない場合があ

る。これに伴って生じる心理的問題についても、十分に考慮する必要がある。

13．外国人の遺体はどのように取り扱うべきか？
災害で死亡した外国人旅行者の遺族も、地元住民の遺族と同様に、愛する者の身元が確認され、遺

体が遺族のもとに戻ることを望んでいる。適切な身元確認は、家族、社会、経済、および外交的にも
重要な意味を持つ。固有識別コードの割り当て、遺体の写真撮影、関連情報の収集と保存といった基
本的な手順を踏むことで、外国人の身元が確認される可能性を最大限に高めることができる。
外国の領事館や大使館に通知し、必要に応じて他の関連機関（赤十字国際委員会（ICRC）や国際

刑事警察機構など）に支援を要請することが望ましい。

14．私はボランティアだが、どのような支援ができるか？
ボランティアとして支援するには、遺体の適切な収容および管理の推進に協力し、必要な情報の記

録を補助することが考えられる。また、公的調整機関の指導のもとで、遺体の収容や処理を支援する
ことも可能である。ただし、このような困難な任務に従事するにあたっては、事前に十分な説明・助
言・訓練・装備・心理的支援を受ける必要がある。『災害後の遺体管理マニュアル』は、こうした活
動を行う上での基本的な枠組みとして参照すべきである。

15．私はNGOの代表だが、どのような支援ができるか？
NGOとして支援するには、調整機関と連携し、遺族への支援を行うとともに、必要な情報の収集

にあたることが有効である。あわせて、『災害後の遺体管理マニュアル』の普及を通じて、遺体の適
切な身元確認および処理の推進に寄与することも可能である。ただし、NGOが遺体の管理業務を担
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16．私は医療従事者だが、どのような支援ができるか？
生存者は、遺体よりもあなた（医療従事者）を必要としている。また、「遺体によって疫病が発生

する」との誤った通説に対抗するためには、専門的立場からの支援が極めて有益である。本課題につ
いては、同僚や報道関係者と積極的に意見を交わし、その際には『災害後の遺体管理マニュアル』を
参照することが望ましい。

17．私は報道関係者だが、どのような支援ができるか？
遺体による疫病の発生を防ぐために集団埋葬や焼却が必要であるとする発言や主張を耳にした場合

には、それに対して異議を唱えるべきである。
『災害後の遺体管理マニュアル』の内容を理解し、その周知に努めるとともに、可能であれば報道

においても同マニュアルに言及することが望ましい。
必要に応じて、世界保健機関（WHO）、パン・アメリカン保健機構（PAHO）、赤十字国際委員会

（ICRC）、国際赤十字・赤新月社連盟（IFRC）、あるいは現地の赤十字・赤新月社に相談することが
推奨される。
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付録１．遺体情報記録票

付録２．行方不明者情報記録票

付録３．個有識別コード付き遺体ラベルおよび証拠保全の連鎖記録票

付録４．大量死者発生事案対応計画チェックリスト

付録５．遺体管理のための調整計画フローチャート：事例

付録６．感染症の流行による死者の遺体の取り扱い

付録７．墓地

付録８．大量死者発生災害における法医学的DNA分析の活用を可能とするプロセス

付録９．大量死者発生災害における外国籍死亡者の管理

付録10．参考文献

付録11．国際機関

 付　　録
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固有識別コード（この番号は、関連する記録、写真、保管物にも同一のものを使用すること）：

遺体の身元推定（推定の根拠を記載）：

記録者

氏　　　名： 

所属・職名： 場所＆日付： 

署　　　名： 

収容の詳細（ 発見場所、日付、時間、発見者、発見時の状況を記載する。可能であればGPS 座標を記入すること。
同一地点で他の遺体が収容された場合は、その旨を記載し、身元が判明していれば氏名および関係性の
可能性についても記載すること）

付録１
遺体情報記録票

 付録１

41

Ａ．身体的特徴

A.1
一般状態
（該当するものを１つ
選択）

ａ）
完全な遺体

不完全な遺体（詳細）： 身体部分 （詳細）：

ｂ） 保存良好 腐敗 一部白骨化 白骨化 焼損

A.2
推定される性別
（該当するものを一つ
選択し、根拠を記載）：

男性 女性 判別不能

証拠の記述（外性器、ひげ等）

A.3 年齢区分
（該当するものを１つ
選択）：

乳児 小児 青年 成人 高齢者

A.4

身体的特徴
（該当する項目を測定
または選択）：

身長（頭頂から踵まで。単位を明記）：
低い 普通 高い

体重（単位を明記）：
やせ型 普通 肥満

A.5 ａ） 頭髪： 色： 長さ： 形状： 脱毛の有無： その他：

ｂ） ひげ： 無毛 口ひげ あごひげ 色： 長さ：

ｃ） 体毛 詳細を記載：

A.6 識別可能な特徴： 必要に応じて追加の記録用紙を使用すること。主な所見について、可能であればス
ケッチを添付すること。写真撮影を行った場合はその旨を記載し、すべての写真に固
有識別コードを明記すること。身体的特徴

（例：四肢や指の古い
切断など）：

手術による義肢等
（例：人工四肢）：

皮膚の特徴
（傷痕、入れ墨、ピア
ス、母斑、ほくろ等）
※部位を明記

明らかな損傷
（部位や左右を含めて
記載）：

歯の状態
（クラウン、金歯、装
飾、義歯など）
※明らかな特徴を記述

固有識別コード： 
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選択し、根拠を記載）：
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ケッチを添付すること。写真撮影を行った場合はその旨を記載し、すべての写真に固
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（例：四肢や指の古い
切断など）：

手術による義肢等
（例：人工四肢）：

皮膚の特徴
（傷痕、入れ墨、ピア
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※部位を明記

明らかな損傷
（部位や左右を含めて
記載）：

歯の状態
（クラウン、金歯、装
飾、義歯など）
※明らかな特徴を記述

固有識別コード： 
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Ｂ．関連所持品

B.1 衣服： 衣類の種類、色、素材、ブランド名、補修の有無など。できる限り詳細に記載するこ
と

B.2 履物： 履物の種類（ブーツ、靴、サンダル等）、色、ブランド、サイズ。できる限り詳細に
記載すること

B.3 眼鏡類： 眼鏡（色、形状）、コンタクトレンズの有無。できる限り詳細に記載すること

B.4 所持品： 腕時計、装身具、財布、鍵、写真、携帯電話（番号を含む）、薬剤、たばこ等。でき
る限り詳細に記載すること

B.5 身分証明書類 身分証明書（身分証、旅券、運転免許証、クレジットカード等）。可能であれば写真
を撮影すること（写真には固有識別コードを含めること）。記載されている情報につ
いても記述すること

固有識別コード： 

 付録１

43

Ｃ．記録情報

C.1 指紋： あり なし
採 取 者：

保管場所：

C.2 遺体の写真撮影： あり なし
撮 影 者：

保管場所：

Ｄ．遺体の状態

保管状況：

（遺体安置所、冷蔵コンテナ、一時埋葬等）保管場所の詳細を記載：

管理責任者：

引渡し状況：

引き渡し先および日付：

承　認　者：

最終搬送先：

固有識別コード： 
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行方不明者氏名および本票の固有識別コード：
（氏名を記載する場合は、「姓、名」の順とすること） 
（関連する書類、写真、保管品等には、同一の固有識別コードを使用すること）

聞き取り担当者氏名：

聞き取り担当者の連絡先：

回答者の氏名（複数名可）：

行方不明者との続柄：

回答者の連絡先：

住　　所 

電話番号 Email 

別の連絡先（上記と異なる場合。消息判明時の連絡先）：
（情報があった場合の連絡先）氏名と連絡先を記入

付録２
行方不明者情報記録票

 付録２

45

Ａ．個人情報

A.1 行方不明者氏名：
姓、父母の氏名、通称名、別名を含む

A.2 住所／居住地：
最後に確認された住所および、異なる場合は通常の居住地

A.3 婚姻状況： 未婚 既婚 離婚 死別 パートナー関係

A.4 性別： 男性 女性 その他

A.5 女性の場合：
旧姓：

妊娠 子供 人数：

A.6 行方不明者の年齢： 生年月日： 年齢：

A.7 出生地、国籍、
主に使用する言語

A.8 身分証明書：
主要情報（番号など）

可能であれば、身分証明書のコピーまたは写真を添付すること。

A.9 指紋情報の有無 あり なし 保管場所：

A.10 職業：

A.11 宗教：

Ｂ．出来事に関する情報

B.1 失踪に至る状況：
（必要な場合、追加の
用紙を使用）

場所、日付、時刻、失踪につながる出来事、その他の被害者、および最後に失踪者を
目撃した証人（氏名・住所を含む）

この件は他機関で登
録されていますか？

はい いいえ

誰が、どこで：

B.2 他の家族も行方不明
ですか。その場合、
登録または身元確認
はされていますか？

氏名、関係性、現在の状況：

行方不明者番号： 
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行方不明者氏名および本票の固有識別コード：
（氏名を記載する場合は、「姓、名」の順とすること） 
（関連する書類、写真、保管品等には、同一の固有識別コードを使用すること）

聞き取り担当者氏名：

聞き取り担当者の連絡先：

回答者の氏名（複数名可）：

行方不明者との続柄：

回答者の連絡先：

住　　所 

電話番号 Email 

別の連絡先（上記と異なる場合。消息判明時の連絡先）：
（情報があった場合の連絡先）氏名と連絡先を記入

付録２
行方不明者情報記録票

 付録２

45

Ａ．個人情報

A.1 行方不明者氏名：
姓、父母の氏名、通称名、別名を含む

A.2 住所／居住地：
最後に確認された住所および、異なる場合は通常の居住地

A.3 婚姻状況： 未婚 既婚 離婚 死別 パートナー関係

A.4 性別： 男性 女性 その他

A.5 女性の場合：
旧姓：

妊娠 子供 人数：

A.6 行方不明者の年齢： 生年月日： 年齢：

A.7 出生地、国籍、
主に使用する言語

A.8 身分証明書：
主要情報（番号など）

可能であれば、身分証明書のコピーまたは写真を添付すること。

A.9 指紋情報の有無 あり なし 保管場所：

A.10 職業：

A.11 宗教：

Ｂ．出来事に関する情報

B.1 失踪に至る状況：
（必要な場合、追加の
用紙を使用）

場所、日付、時刻、失踪につながる出来事、その他の被害者、および最後に失踪者を
目撃した証人（氏名・住所を含む）

この件は他機関で登
録されていますか？

はい いいえ

誰が、どこで：

B.2 他の家族も行方不明
ですか。その場合、
登録または身元確認
はされていますか？

氏名、関係性、現在の状況：

行方不明者番号： 



災害後の遺体管理：初動対応者のための現場マニュアル

46

Ｃ．身体的特徴

C.1
全体的な特徴
（正確な測定値または
推定値を記入し、該当
する分類を○で囲む）：

身長 （正確値／推定値）：
低い 普通 高い

体重：
やせ型 普通 肥満型

C.2 民族／皮膚の色：

C.3 目の色：

C.4 ａ）頭髪： 色： 長さ： 形状： 脱毛： その他：

ｂ）顔の毛： なし 口ひげ あごひげ 色： 長さ：

ｃ）体毛 特徴

C.5 識別可能な特徴：
身体的
例：耳・ 眉・ 鼻・ あ
ご・手・足・爪の形
状、身体的な変形など

必要に応じて、追加の用紙を使用すること。図や身体図を用いて、主要な所見を示す
こと。

皮膚の特徴
傷痕、入れ墨、ピア
ス、母斑、ほくろ、割
礼の有無など

外傷・切断歴
部位、左右の別、骨
折、関節〔例：膝〕、
跛行の有無など

既往歴
手術歴、疾患名など

体内埋め込み器具
ペースメーカー、人工
関節、避妊具〔IUD〕、
金属プレートやスク
リュー、義肢など

消息時に処方されて
いた薬

行方不明者番号： 

 付録２

47

C.6 歯の状態：
以下の点に留意しなが
ら、全体的な特徴を記
述すること：
・ 欠損歯の有無
・ 破折歯の有無
・ 齲歯の有無
・ 疾患・喫煙等による
変色や着色

・ 歯間の空隙（すきっ
歯）

・ 叢生（重なり合った
歯列・歯の不正配
列）

・ 顎部の炎症（膿瘍な
ど）

・ 装飾（インレー、削
歯等）

・ その他、特筆すべき
特徴

歯科治療歴：
以下のような歯科治療
を受けたことがあるか
・ クラウン（例：金属
冠など）

　色：金、銀、白等
・ 修復物（詰め物。可
能であれば色も記
載）

・ 義歯（上顎／下顎）
・ ブリッジまたはその
他の特殊歯科処置

・ 抜歯歴 可能であれば、図面を使用し、または下記の表に記述された特徴を示すこと。
行方不明者が子供の場合、どの乳歯が生え、どの乳歯が抜け、どの永久歯が生えてい
るかを下記の図を使用して図示する。

行方不明者番号： 

成人／永久歯乳　歯

上

下

上

下

右

右

左

左
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Ｃ．身体的特徴

C.1
全体的な特徴
（正確な測定値または
推定値を記入し、該当
する分類を○で囲む）：

身長 （正確値／推定値）：
低い 普通 高い

体重：
やせ型 普通 肥満型

C.2 民族／皮膚の色：

C.3 目の色：

C.4 ａ）頭髪： 色： 長さ： 形状： 脱毛： その他：

ｂ）顔の毛： なし 口ひげ あごひげ 色： 長さ：

ｃ）体毛 特徴

C.5 識別可能な特徴：
身体的
例：耳・ 眉・ 鼻・ あ
ご・手・足・爪の形
状、身体的な変形など

必要に応じて、追加の用紙を使用すること。図や身体図を用いて、主要な所見を示す
こと。

皮膚の特徴
傷痕、入れ墨、ピア
ス、母斑、ほくろ、割
礼の有無など

外傷・切断歴
部位、左右の別、骨
折、関節〔例：膝〕、
跛行の有無など

既往歴
手術歴、疾患名など

体内埋め込み器具
ペースメーカー、人工
関節、避妊具〔IUD〕、
金属プレートやスク
リュー、義肢など

消息時に処方されて
いた薬

行方不明者番号： 
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C.6 歯の状態：
以下の点に留意しなが
ら、全体的な特徴を記
述すること：
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冠など）
　色：金、銀、白等
・ 修復物（詰め物。可
能であれば色も記
載）
・ 義歯（上顎／下顎）
・ ブリッジまたはその
他の特殊歯科処置
・ 抜歯歴 可能であれば、図面を使用し、または下記の表に記述された特徴を示すこと。

行方不明者が子供の場合、どの乳歯が生え、どの乳歯が抜け、どの永久歯が生えてい
るかを下記の図を使用して図示する。

行方不明者番号： 

成人／永久歯乳　歯

上

下

上

下

右

右

左

左
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Ｄ．身の回り品

D.1 衣服：
（最後に目撃されたとき／災害時に着
用していたもの）

衣類の種類、色、素材、ブランド名、補修状況など：可能な限り詳細
に記入

D.2 履物：
（最後に目撃されたとき／災害時に履
いていたもの）

履物の種類（ブーツ・靴・サンダルなど）、色、ブランド、サイズ：可
能な限り詳細に記入

D.3 眼鏡類： 眼鏡（色・形）、コンタクトレンズ：可能な限り詳細に記入

D.4 所持品： 腕時計、装身具、財布、鍵、写真、携帯電話（番号含む）、薬、たばこ
等：可能な限り詳細に記入

D.5 身分証明書類：
（最後に目撃されたとき／災害時に所
持していた可能性のあるもの）

身分証明書（身分証、パスポート、運転免許証、クレジットカードな
ど）：可能であればコピーを添付。内容を可能な限り詳細に記入

D.6 習慣： 喫煙・嗜好習慣（たばこ、葉巻、パイプ）、噛みたばこ、ビンロウの果
実、アルコールなど：種類と量を記入

D.7 主治医、カルテ、Ｘ線写真など： 主治医、歯科医、眼科医など：可能な限り詳細に記入

D.8 行方不明者の写真： 可能であれば、写真またはそのコピーを添付すること：できる限り最
近かつ鮮明なもので、理想的には歯が見える笑顔の写真。また、消息
を絶った時に着用していた衣服の写真も含めること

注： 本様式に署名することにより、被面接者は、本様式に記載された情報が行方不明者の捜索および身元確認のためにの
み使用されることを理解したものとする。その内容は機密情報であり、行方不明者の捜索および身元確認以外の目的
で使用する場合には、被面接者の明示的な同意を要する。

面接の場所及び日時： 

面接者署名： 

被面接者署名： 

要請があった場合には、面接者の連絡先が記載された本様式の写しを被面接者に提供するものとする。

行方不明者番号： 
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付録３
固有識別コード付き遺体ラベルおよび証拠保全の連鎖記録票

固有識別コード

証拠保全の連鎖

発見場所
担当者／チーム
番　　号

日付 時刻

受領元 引渡先

日付 時刻

受領元 引渡先

日付 時刻

受領元 引渡先

日付 時刻
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み使用されることを理解したものとする。その内容は機密情報であり、行方不明者の捜索および身元確認以外の目的
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面接者署名： 

被面接者署名： 

要請があった場合には、面接者の連絡先が記載された本様式の写しを被面接者に提供するものとする。

行方不明者番号： 
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付録３
固有識別コード付き遺体ラベルおよび証拠保全の連鎖記録票

固有識別コード

証拠保全の連鎖
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付録４
大量死者発生事案対応計画チェックリスト

大量死者発生事案対応計画チェックリスト―国家防災計画の付属文書
パン・アメリカン保健機構（PAHO）は、大量死者発生事案への対応に関するチェックリストを作

成しており、これは各国の国家防災計画に付属する文書に含めるべき要素として活用できるものであ
る。このチェックリストは、2006年版ロンドン大規模災害対応計画（the London Resilience Mass 
Fatality Plan 2006）および本マニュアルに基づいて作成されている。

このチェックリストには、大量死者発生事案対応計画を策定するにあたり、保健省または災害管理
機関が取り組むべき基本的事項が含まれている。大量死者発生事案対応計画は単独の文書である必要
はなく、国家防災計画の付属文書として位置づけることができる。そのため、大量死者発生事案対応
付属文書は、大量死者発生事案対応に特有の事項のみに焦点を当てればよい。

各国が自国の計画に基づいた定期的な演習を実施し、当該計画（またはその一部）を実行するため
の組織的能力を評価するとともに、備えを促進することが重要である。

大量死者発生事案対応計画における必須要素

Ⅰ．序文および目的
♦ 大量死者発生事案対応計画の目的を概説する。
♦ 計画における前提条件を列挙する。
♦ 計画の適用範囲と、大量死者を引き起こす可能性のある地域の災害想定（例：災害の種類、発生

頻度、影響の程度など）を明確にする。
♦ 大量死者発生事案対応調整委員会の構成メンバーや、計画立案・実施に関与する主要な協働機関

および関係者を列挙する。

Ⅱ．発動
♦ 大量死者発生事案対応計画の発動手順を明記し、同計画を発動する責任者または機関を特定する

こと。（この権限は国家防災計画に記載されているものと同一であることを確認すること。）
♦ この計画段階における担当者の一覧表を添付し、各個人の役割と責任を明記すること。

Ⅲ．指揮統制
♦ 大量死者発生事案対応計画が国家計画とどのように整合するかについて、地域の保健当局、法執

行機関、防災担当者と協議する。
♦ 大量死者発生事案における保健当局、NGO、国家防災機関の役割について協議すること。
♦ 医師・病理医による検死から実際の埋葬に至るまでの遺体の取り扱いに関する法的権限について

協議すること。法執行機関の捜査上の必要性も考慮すること。
♦ 地域のインシデント・コマンド体制について協議すること。
♦ 作戦、後方支援、計画、財務・管理を含む指揮命令系統の組織図を示すこと。
♦ 必要に応じて、あらゆる災害／緊急事態対応計画を参照すること。

Ⅳ．ロジスティクス
♦ 遺体および関連する所持品の搬送手配について概要を提示すること。
♦ 一時的な遺体保管の手配について概説すること。これには20/40フィートの冷蔵コンテナの徴用

が含まれる場合がある。各コンテナには容量の限界があり、相当量の電力や燃料を必要とする点
に留意すること。

♦ 関係者間の緊急連絡手段について記述すること。これには、マスコミや一般市民に容易にアクセ
スされない安全な通信経路を含める必要がある。
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♦ 必要な物資（例：国・地域単位の遺体袋、防水ラベルの備蓄）の調達先と方法を明記すること。
♦ 現場へ携帯用電源と水を調達・供給する方法を明記すること。
♦ ロジスティクスの手配を管理・監督するための訓練を受けた要員および支援チームを指名するこ

と。
♦ 地域および地方の技術専門家や技術的資源を特定し、事前に締結された協定等を通じてそのサー

ビスを確保する手配について明記すること。

Ⅴ．福祉
♦ 遺族や関係者の福祉的ニーズに対応するための措置を明記すること。これには、遺体の確認や対

面のための指定エリアの設置を含む（特定の感染症流行時など、遺体の隔離が必要な場合を考慮
すること）。

♦ 遺体の引き渡しまたは埋葬を許可する際の手続き、および国内で認められている埋葬方法につい
て、その流れを明記すること。この手続きは、当該国において死因調査の責任を有する法医学
者、検視官、監察医、警察、司法機関などの関係機関と事前に合意しておく必要がある。また、
地域社会における文化的・宗教的ニーズに対応するための措置も、計画に盛り込むこと。

♦ 地元の危機介入チームまたは心理社会的支援チームとの連携を含め、彼らが提供可能な支援レベ
ルに応じた発動手順を明記すること。

Ⅵ．身元確認および通知
法執行機関、保健当局、社会福祉部門などからなるチームを特定し、法医学的手法を用いた遺体の

身元確認、遺体の保全、遺族や関係者との再会の支援にあたらせる。地域の救助・収容手順との連携
を検討し、本チームの活動とどのように連携させるかを明記すること。遺体の部分的な収容や処理に
関しては、医師または病理医がその扱いを判断し、その判断を本計画に含めること。
♦ 故人の法的権利に関する情報（例：法執行法、国際刑事警察機構決議 AGN/65/RES/13（1996）、

国際人道法、その他の倫理的・社会的規範）を盛り込むこと。
♦ 遺体安置の手配を含めること。そのための施設を特定し、設置に関する手配を行う。遺体の保管

および提示方法、ならびにそれらの活動に関わる責任者についても検討すること。
♦ 捜査に関する事項について慎重に検討し、関連情報を盛り込むこと。検視、死亡届、保険手続

き、刑事手続きなどに関連する法令を確認すること。
♦ 身元確認の専門チームが利用できない災害状況や、災害の規模が地域の対応能力を超える場合に

ついても本計画で考慮すること。外部支援の手配や、地域レベルでの身元確認を促進する体制の
整備についても検討すること。

Ⅶ．国際的側面
♦ 大量死者発生事案には、外国人（外国人労働者、観光客、移民または被災家族の親族の訪問者

等）が含まれる可能性がある。
♦ 大量死者発生事案対応計画は、各国の在外公館（大使館等）と共有されるべきである。
♦ 移民に対応する際には、犠牲者の遺体を母国へ送還するための措置を含めるべきである。そのた

めには、入国管理局および法務省と協議すること。
♦ 災害発生国で死亡した自国民の遺体送還手配については、外務省または知事部局と協議すべきで

ある。計画にはこれらの遺体受け入れ手配と、受領後の遺体処理規程を含めること。
♦ 特別な手配が必要となる可能性を考慮すること。防腐処理、死亡診断書の発行方法など。
♦ 観光客や高官等が含まれている場合で、その遺体が搬送される場合には、状況の機微に留意し、

地元および国際報道機関への情報公開は慎重に管理されなければならない。パン・アメリカン保
健機構／世界保健機関による「遺体の国際輸送に関する決議（1966年）」を参照すること9。

♦ 国内および地域の国際刑事警察機構窓口を特定し、必要に応じて支援を要請するための手続きを
明確にすること。
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付録４
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♦ この計画段階における担当者の一覧表を添付し、各個人の役割と責任を明記すること。

Ⅲ．指揮統制
♦ 大量死者発生事案対応計画が国家計画とどのように整合するかについて、地域の保健当局、法執

行機関、防災担当者と協議する。
♦ 大量死者発生事案における保健当局、NGO、国家防災機関の役割について協議すること。
♦ 医師・病理医による検死から実際の埋葬に至るまでの遺体の取り扱いに関する法的権限について

協議すること。法執行機関の捜査上の必要性も考慮すること。
♦ 地域のインシデント・コマンド体制について協議すること。
♦ 作戦、後方支援、計画、財務・管理を含む指揮命令系統の組織図を示すこと。
♦ 必要に応じて、あらゆる災害／緊急事態対応計画を参照すること。

Ⅳ．ロジスティクス
♦ 遺体および関連する所持品の搬送手配について概要を提示すること。
♦ 一時的な遺体保管の手配について概説すること。これには20/40フィートの冷蔵コンテナの徴用

が含まれる場合がある。各コンテナには容量の限界があり、相当量の電力や燃料を必要とする点
に留意すること。

♦ 関係者間の緊急連絡手段について記述すること。これには、マスコミや一般市民に容易にアクセ
スされない安全な通信経路を含める必要がある。
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♦ 必要な物資（例：国・地域単位の遺体袋、防水ラベルの備蓄）の調達先と方法を明記すること。
♦ 現場へ携帯用電源と水を調達・供給する方法を明記すること。
♦ ロジスティクスの手配を管理・監督するための訓練を受けた要員および支援チームを指名するこ

と。
♦ 地域および地方の技術専門家や技術的資源を特定し、事前に締結された協定等を通じてそのサー

ビスを確保する手配について明記すること。

Ⅴ．福祉
♦ 遺族や関係者の福祉的ニーズに対応するための措置を明記すること。これには、遺体の確認や対

面のための指定エリアの設置を含む（特定の感染症流行時など、遺体の隔離が必要な場合を考慮
すること）。

♦ 遺体の引き渡しまたは埋葬を許可する際の手続き、および国内で認められている埋葬方法につい
て、その流れを明記すること。この手続きは、当該国において死因調査の責任を有する法医学
者、検視官、監察医、警察、司法機関などの関係機関と事前に合意しておく必要がある。また、
地域社会における文化的・宗教的ニーズに対応するための措置も、計画に盛り込むこと。

♦ 地元の危機介入チームまたは心理社会的支援チームとの連携を含め、彼らが提供可能な支援レベ
ルに応じた発動手順を明記すること。

Ⅵ．身元確認および通知
法執行機関、保健当局、社会福祉部門などからなるチームを特定し、法医学的手法を用いた遺体の

身元確認、遺体の保全、遺族や関係者との再会の支援にあたらせる。地域の救助・収容手順との連携
を検討し、本チームの活動とどのように連携させるかを明記すること。遺体の部分的な収容や処理に
関しては、医師または病理医がその扱いを判断し、その判断を本計画に含めること。
♦ 故人の法的権利に関する情報（例：法執行法、国際刑事警察機構決議 AGN/65/RES/13（1996）、

国際人道法、その他の倫理的・社会的規範）を盛り込むこと。
♦ 遺体安置の手配を含めること。そのための施設を特定し、設置に関する手配を行う。遺体の保管

および提示方法、ならびにそれらの活動に関わる責任者についても検討すること。
♦ 捜査に関する事項について慎重に検討し、関連情報を盛り込むこと。検視、死亡届、保険手続

き、刑事手続きなどに関連する法令を確認すること。
♦ 身元確認の専門チームが利用できない災害状況や、災害の規模が地域の対応能力を超える場合に

ついても本計画で考慮すること。外部支援の手配や、地域レベルでの身元確認を促進する体制の
整備についても検討すること。

Ⅶ．国際的側面
♦ 大量死者発生事案には、外国人（外国人労働者、観光客、移民または被災家族の親族の訪問者

等）が含まれる可能性がある。
♦ 大量死者発生事案対応計画は、各国の在外公館（大使館等）と共有されるべきである。
♦ 移民に対応する際には、犠牲者の遺体を母国へ送還するための措置を含めるべきである。そのた

めには、入国管理局および法務省と協議すること。
♦ 災害発生国で死亡した自国民の遺体送還手配については、外務省または知事部局と協議すべきで

ある。計画にはこれらの遺体受け入れ手配と、受領後の遺体処理規程を含めること。
♦ 特別な手配が必要となる可能性を考慮すること。防腐処理、死亡診断書の発行方法など。
♦ 観光客や高官等が含まれている場合で、その遺体が搬送される場合には、状況の機微に留意し、

地元および国際報道機関への情報公開は慎重に管理されなければならない。パン・アメリカン保
健機構／世界保健機関による「遺体の国際輸送に関する決議（1966年）」を参照すること9。

♦ 国内および地域の国際刑事警察機構窓口を特定し、必要に応じて支援を要請するための手続きを
明確にすること。
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Ⅷ．現場の保全と遺体の回収
ａ．遺体および遺体の一部の撮影、適切な遺体識別タグの取り付け、使用するタグシステム（警

察の手続きに準拠）を明確に定めること。また、タグの正確な記録を誰が保持するかを定め
ること。これらの手順をどこで実施するか（例：収集センター）および必要なセキュリティ
対策についても考慮すること。

ｂ．個人所持品の撮影、ラベリングおよび保全の手順も計画に含めること。これらの業務を誰が
担当するか？多くの場合、警察が担当することが想定される。また、十分な容量を持つデジ
タルカメラなどのリソースが確保されているか？

ｃ．手順が正しく実施されたことを確認するため、監察の実施を想定しておくこと（監察は警察
とは別の外部団体が担当するのが望ましい）。計画には、誰が、どこで、どのように監察を
行うかを明記すること。

ｄ．犯罪・テロ攻撃などの特定の状況においては、現場を捜査目的のために保全する必要があ
る。誰がこの責任を担い、どのように実施するか？これらは計画に段階的な手順で明記し、
法執行機関と協議すること。

Ⅸ．遺体安置所
ｅ．保管および遺体の処理に関して、地元の遺体安置施設および葬儀業者の所在地、収容能力、

資機材等を計画内に記載し、関係する連絡先を明記すること。これらの施設への輸送手段も
考慮すること。棺や遺体袋等の国・地域レベルの備蓄体制の整備も検討すること。民間の安
置施設や葬儀業者との覚書（MOU）を作成し、計画の一部として盛り込むこと。これらの
取り決めについては法務当局と協議すること。

ｆ．搬送中に死亡した者や、災害に起因する傷病により病院で死亡した者の扱いについても計画
に盛り込むこと。一部の国では、これらの遺体も現場死亡者と同様の手順に従って処理され
ている。

ｇ．報道機関対応およびこれらの施設におけるセキュリティ対策の取り決めについて検討するこ
と。

ｈ．一般原則として、病院内の安置所は対応可能な人数に限って使用すべきであり、特に病院が
１つしかない場合は使用すべきでない。臨時の遺体安置施設の設置も考慮すること。

ｉ．遺体を指定の遺体安置施設へ搬送する経路の確保について、法執行機関が手順を特定し提供
することを確実にする。

Ⅹ．遺体処理：最終的な対応
♦ 遺体を遺族に引き渡す手順については、医師または病理医により明確に定められる必要がある。

また、遺族が遺体の部分返還を希望する場合も考慮すべきである。
♦ 引き取り手のない犠牲者（遺体・遺体の一部）の処理や埋葬に関しては、医師／病理医、社会福

祉機関、その他関係する地域機関と協議を行うこと。
♦ 法的な問題については、法務当局と協議し、これらの内容を計画書に明確に記載しておくこと。

Ⅺ．化学・生物・放射性物質・核（CBRN）災害
♦ 遺体の取り扱い方法、訓練および個人防護具（PPE）の要件、除染手順、現場および搬出された

遺体や物品の継続的なモニタリング方法、冷蔵保管施設の設置場所について、こうした事態への
対応手順を盛り込むこと。

♦ 車両やその他の保管設備・施設に対する除染手配、環境への影響、周辺地域の避難または隔離要
件についても考慮する。

♦ 外部機関との取り決めにおいては、遺体の対面・確認、返還、埋葬、火葬、本国送還に関するリ
スク評価および助言の提供が求められる場合がある。これらの機関を計画内に明記し、覚書
（MOU）を締結すること。
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Ⅻ．広報・報道機関対応方針
♦ 多くの国には、国家レベルの広報計画および方針がある。本計画においても、それらを適用する

ことができる。公式な発表は、国家緊急対策本部（NEOC）または現地の指揮所にある関連メ
ディアセンターを通じて発信されるべきである。全ての現場（遺体安置所、病院、遺族面会区域
など）からの情報は、NEOCに集約されるべきである。

♦ 報道機関による遺体安置施設、危機介入センター／遺族対面エリアへの立ち入りは制限すべきで
ある。これらの区域の警備を確保する手順、および情報をメディアセンターへ集約して提供する
手順を含めること。

♦ 身元不明の遺体が多数発生することを考慮し、死亡者の氏名公表手順を計画書に明確に定めるべ
きである。行方不明者・死亡者に関する問い合わせ窓口を設置する規程を設けるべきであり、こ
れらの施設は病院や遺体安置所から離れた場所に設置すべきである。

XIII．保健および安全
♦ 対応者の福祉と心理的ニーズへの配慮を検討する。地域の危機介入チームや精神保健サービスが

この分野で支援を提供できる。赤十字や類似機関からの訓練を受けたボランティアがこうした支
援を提供できるよう、受け入れる方法を検討するべきである。

♦ 休憩エリアの確保と整備が必要となる場合がある。これらにかかる責任と資源の調達方法は、現
地で確立すべきである。

♦ 対応者の中に家族や友人を亡くした者がいる場合、誰がどのように扱うかを決定する準備も整え
るべきである。

XIV．災害時遺体安置計画
♦ 多くの国では、警察が遺体安置所における遺体の記録作成と管理、および証拠保全の連鎖を確保

する責任を負う。関連する書類、手順、および遺体安置所の配置図を計画に含めるべきである。
♦ 多数の犠牲者を伴う大規模災害が発生した場合、遺体安置所管理チームの設置が必要となる可能

性がある。本計画には、チームの構成、招集手順、各構成員の責務を明記すること。
♦ 本要素には、遺体安置において実施されるべき一連の手順を含めること。すなわち、遺体の搬入

および登録、保管、検視・撮影、遺体洗浄、X線撮影、指紋採取、歯科学鑑定、遺体袋交換、防
腐処理、遺体安置、遺体引渡、未請求遺体、本国送還遺体、DNA・毒物検査、書類作成、遺品
保管、備品リスト、廃棄物処理、人員配置、面会者対応、健康・安全・福祉。
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Ⅷ．現場の保全と遺体の回収
ａ．遺体および遺体の一部の撮影、適切な遺体識別タグの取り付け、使用するタグシステム（警

察の手続きに準拠）を明確に定めること。また、タグの正確な記録を誰が保持するかを定め
ること。これらの手順をどこで実施するか（例：収集センター）および必要なセキュリティ
対策についても考慮すること。

ｂ．個人所持品の撮影、ラベリングおよび保全の手順も計画に含めること。これらの業務を誰が
担当するか？多くの場合、警察が担当することが想定される。また、十分な容量を持つデジ
タルカメラなどのリソースが確保されているか？

ｃ．手順が正しく実施されたことを確認するため、監察の実施を想定しておくこと（監察は警察
とは別の外部団体が担当するのが望ましい）。計画には、誰が、どこで、どのように監察を
行うかを明記すること。

ｄ．犯罪・テロ攻撃などの特定の状況においては、現場を捜査目的のために保全する必要があ
る。誰がこの責任を担い、どのように実施するか？これらは計画に段階的な手順で明記し、
法執行機関と協議すること。

Ⅸ．遺体安置所
ｅ．保管および遺体の処理に関して、地元の遺体安置施設および葬儀業者の所在地、収容能力、

資機材等を計画内に記載し、関係する連絡先を明記すること。これらの施設への輸送手段も
考慮すること。棺や遺体袋等の国・地域レベルの備蓄体制の整備も検討すること。民間の安
置施設や葬儀業者との覚書（MOU）を作成し、計画の一部として盛り込むこと。これらの
取り決めについては法務当局と協議すること。

ｆ．搬送中に死亡した者や、災害に起因する傷病により病院で死亡した者の扱いについても計画
に盛り込むこと。一部の国では、これらの遺体も現場死亡者と同様の手順に従って処理され
ている。

ｇ．報道機関対応およびこれらの施設におけるセキュリティ対策の取り決めについて検討するこ
と。

ｈ．一般原則として、病院内の安置所は対応可能な人数に限って使用すべきであり、特に病院が
１つしかない場合は使用すべきでない。臨時の遺体安置施設の設置も考慮すること。

ｉ．遺体を指定の遺体安置施設へ搬送する経路の確保について、法執行機関が手順を特定し提供
することを確実にする。

Ⅹ．遺体処理：最終的な対応
♦ 遺体を遺族に引き渡す手順については、医師または病理医により明確に定められる必要がある。

また、遺族が遺体の部分返還を希望する場合も考慮すべきである。
♦ 引き取り手のない犠牲者（遺体・遺体の一部）の処理や埋葬に関しては、医師／病理医、社会福

祉機関、その他関係する地域機関と協議を行うこと。
♦ 法的な問題については、法務当局と協議し、これらの内容を計画書に明確に記載しておくこと。

Ⅺ．化学・生物・放射性物質・核（CBRN）災害
♦ 遺体の取り扱い方法、訓練および個人防護具（PPE）の要件、除染手順、現場および搬出された

遺体や物品の継続的なモニタリング方法、冷蔵保管施設の設置場所について、こうした事態への
対応手順を盛り込むこと。

♦ 車両やその他の保管設備・施設に対する除染手配、環境への影響、周辺地域の避難または隔離要
件についても考慮する。

♦ 外部機関との取り決めにおいては、遺体の対面・確認、返還、埋葬、火葬、本国送還に関するリ
スク評価および助言の提供が求められる場合がある。これらの機関を計画内に明記し、覚書
（MOU）を締結すること。
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Ⅻ．広報・報道機関対応方針
♦ 多くの国には、国家レベルの広報計画および方針がある。本計画においても、それらを適用する

ことができる。公式な発表は、国家緊急対策本部（NEOC）または現地の指揮所にある関連メ
ディアセンターを通じて発信されるべきである。全ての現場（遺体安置所、病院、遺族面会区域
など）からの情報は、NEOCに集約されるべきである。

♦ 報道機関による遺体安置施設、危機介入センター／遺族対面エリアへの立ち入りは制限すべきで
ある。これらの区域の警備を確保する手順、および情報をメディアセンターへ集約して提供する
手順を含めること。

♦ 身元不明の遺体が多数発生することを考慮し、死亡者の氏名公表手順を計画書に明確に定めるべ
きである。行方不明者・死亡者に関する問い合わせ窓口を設置する規程を設けるべきであり、こ
れらの施設は病院や遺体安置所から離れた場所に設置すべきである。

XIII．保健および安全
♦ 対応者の福祉と心理的ニーズへの配慮を検討する。地域の危機介入チームや精神保健サービスが

この分野で支援を提供できる。赤十字や類似機関からの訓練を受けたボランティアがこうした支
援を提供できるよう、受け入れる方法を検討するべきである。

♦ 休憩エリアの確保と整備が必要となる場合がある。これらにかかる責任と資源の調達方法は、現
地で確立すべきである。

♦ 対応者の中に家族や友人を亡くした者がいる場合、誰がどのように扱うかを決定する準備も整え
るべきである。

XIV．災害時遺体安置計画
♦ 多くの国では、警察が遺体安置所における遺体の記録作成と管理、および証拠保全の連鎖を確保

する責任を負う。関連する書類、手順、および遺体安置所の配置図を計画に含めるべきである。
♦ 多数の犠牲者を伴う大規模災害が発生した場合、遺体安置所管理チームの設置が必要となる可能

性がある。本計画には、チームの構成、招集手順、各構成員の責務を明記すること。
♦ 本要素には、遺体安置において実施されるべき一連の手順を含めること。すなわち、遺体の搬入

および登録、保管、検視・撮影、遺体洗浄、X線撮影、指紋採取、歯科学鑑定、遺体袋交換、防
腐処理、遺体安置、遺体引渡、未請求遺体、本国送還遺体、DNA・毒物検査、書類作成、遺品
保管、備品リスト、廃棄物処理、人員配置、面会者対応、健康・安全・福祉。
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付録５
遺体管理のための調整計画フローチャート：事例
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付録６
感染症の流行による死者の遺体の取り扱い

はじめに
本マニュアルは、初動対応者を対象としたものである。エボラウイルス病など、感染症の流行に起

因する死亡者の取り扱いにおいては、訓練を受けていない初動対応者が関与すべきではない。ただ
し、初動対応者または非専門家であっても、当該感染症の取り扱いに熟練した者による訓練を受ける
ことで、対応が可能となる。本付録は、対応に必要な基本原則、対応手順、および訓練に用いる資機
材の概要を示すものである。なお、本付録は専門的訓練の代替となるものではないことに留意する必
要がある。

原　則
エボラウイルス病など、強い感染力をもつ疾患による死亡者の遺体を取り扱うことは、感染制御に

おける重要な活動である。これは遺体取扱者が以下を必要とすることを意味する。
★ 当該疾患、およびその原因となる病原体と感染経路について理解していること
★ 個人防護具（PPE）の着用および脱着を含む、感染の可能性のある遺体の取り扱いにおける

正しい手順に関する知識
★ 手順を例外なく正確に実施するための自己規律を備えていること

これを達成するには教育と訓練が必要である。

感染症の理解―エボラウイルス病 
感染症の発生時には、その伝播経路を理解することが重要である。エアロゾルを介して伝播する疾

患もあれば、体液との直接接触によって伝播する疾患もある。伝播経路を理解することで、初動対応
者は自身を感染から守ることが可能となる。

疾病を引き起こす病原体の中には、死者の体外に出た後、短時間で死滅するものもあり、その場合
は生存者への感染リスクは低下する。しかしながら、感染者が死亡した後も問題を引き起こす病原体
も存在する。エボラウイルス病はその一例である。

エボラウイルス病（Ebola Virus Disease：EVD）は、かつてエボラ出血熱と呼ばれていた疾患で
あり、感染症を引き起こす病原体のうちグループ 4 に分類される。グループ 4 の病原体とは、「通
常、人または動物に重篤な疾患を引き起こし、直接的または間接的に個体間で容易に感染伝播し得る
ものであり、有効な治療法や予防手段が通常存在しない」ものを指す10。この疾患は、感染者または
死体の体液との直接接触によって伝播する。このウイルスは、遺体の体表面や体液で汚染されたシー
ツ等の表面上で、数日間生存し得ることが知られている。実際に、遺体から漏出した体液が、遺体取
扱者の皮膚の損傷部位や粘膜を介して接触することにより、感染が生じた事例が報告されている。こ
のため、遺体を取り扱う際には重大な感染リスクが存在することを十分に認識し、完全な個人防護具
を着用することが不可欠である。こうした認識と準備には、当該病原体グループに属する疾患に関す
る教育訓練、および遺体の適切な管理方法に関する知識が求められる。
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付録５
遺体管理のための調整計画フローチャート：事例
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付録６
感染症の流行による死者の遺体の取り扱い

はじめに
本マニュアルは、初動対応者を対象としたものである。エボラウイルス病など、感染症の流行に起

因する死亡者の取り扱いにおいては、訓練を受けていない初動対応者が関与すべきではない。ただ
し、初動対応者または非専門家であっても、当該感染症の取り扱いに熟練した者による訓練を受ける
ことで、対応が可能となる。本付録は、対応に必要な基本原則、対応手順、および訓練に用いる資機
材の概要を示すものである。なお、本付録は専門的訓練の代替となるものではないことに留意する必
要がある。

原　則
エボラウイルス病など、強い感染力をもつ疾患による死亡者の遺体を取り扱うことは、感染制御に

おける重要な活動である。これは遺体取扱者が以下を必要とすることを意味する。
★ 当該疾患、およびその原因となる病原体と感染経路について理解していること
★ 個人防護具（PPE）の着用および脱着を含む、感染の可能性のある遺体の取り扱いにおける

正しい手順に関する知識
★ 手順を例外なく正確に実施するための自己規律を備えていること

これを達成するには教育と訓練が必要である。

感染症の理解―エボラウイルス病 
感染症の発生時には、その伝播経路を理解することが重要である。エアロゾルを介して伝播する疾

患もあれば、体液との直接接触によって伝播する疾患もある。伝播経路を理解することで、初動対応
者は自身を感染から守ることが可能となる。

疾病を引き起こす病原体の中には、死者の体外に出た後、短時間で死滅するものもあり、その場合
は生存者への感染リスクは低下する。しかしながら、感染者が死亡した後も問題を引き起こす病原体
も存在する。エボラウイルス病はその一例である。

エボラウイルス病（Ebola Virus Disease：EVD）は、かつてエボラ出血熱と呼ばれていた疾患で
あり、感染症を引き起こす病原体のうちグループ 4 に分類される。グループ 4 の病原体とは、「通
常、人または動物に重篤な疾患を引き起こし、直接的または間接的に個体間で容易に感染伝播し得る
ものであり、有効な治療法や予防手段が通常存在しない」ものを指す10。この疾患は、感染者または
死体の体液との直接接触によって伝播する。このウイルスは、遺体の体表面や体液で汚染されたシー
ツ等の表面上で、数日間生存し得ることが知られている。実際に、遺体から漏出した体液が、遺体取
扱者の皮膚の損傷部位や粘膜を介して接触することにより、感染が生じた事例が報告されている。こ
のため、遺体を取り扱う際には重大な感染リスクが存在することを十分に認識し、完全な個人防護具
を着用することが不可欠である。こうした認識と準備には、当該病原体グループに属する疾患に関す
る教育訓練、および遺体の適切な管理方法に関する知識が求められる。
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個人防護具（PPE）
本節は、グループ 4の病原体を保有している可能性のある遺体を取り扱う際に使用する個人防護具

（PPE）についての基本的な推奨事項を簡潔に紹介するものである10。ただし、取扱者はこの装備を
使用する前に、適切な監督下での訓練を受けなければならない。

グループ 4病原体を保有している可能性のある遺体を扱う場合、すべての遺体取扱者は以下の事項
を遵守すること。
1．目、口、鼻の粘膜を個人防護具（PPE）で完全に覆うこと。
2．フェイスシールドまたはゴーグルのいずれかを使用すること。
3．口元に密着して潰れない構造を有する、耐液性の医療用／外科用マスク（例：ダックビル型、
カップ型）を着用すること。

4．ニトリル製手袋を二重に着用すること（ラテックス製手袋は使用しないこと）。
5．通常の勤務服（例：手術用スクラブ）の上から、追加の防護用衣類を着用すること。
★ この防護用衣類は、使い捨てのガウンおよびエプロン、または使い捨てのカバーオールおよ

びエプロンのいずれかとすること。使い捨てガウンまたはカバーオールは、血液または体
液、もしくは血液媒介病原体の浸透に対する耐性試験を受けた素材で作られている必要があ
る

★ エプロンの選択は、優先順位として、使い捨て防水エプロン、それが入手できない場合に
は、使用後に適切な洗浄および消毒を行うことを前提とした、耐久性があり再使用可能な防
水エプロンとする

6．防水ブーツ（例：ゴム長靴）を着用。
7．頭部および首を覆うヘッドカバーを着用すること。ヘッドカバーは、ガウンまたはカバーオール
とは別体のものとし、それぞれを個別に脱衣できるようにすること。

（技術仕様は、2014年10月に発行されたWHOのフィロウイルス感染症発生対応における個人防護具
に関する迅速助言ガイドラインに記載されている11。）

安全な取り扱いと埋葬
WHOは、エボラウイルス病が疑われる死亡者の安全な取扱いおよび埋葬を含む手順を定めたプロ

トコルを策定している12。これらの措置は、遺体に一時的であっても接触する者、または遺体の搬送
や埋葬に関与するすべての者によって適用されるべきである。このような遺体の取扱いは、訓練を受
けた要員のみが行うべきである。

本手順は、遺族および地域社会にとって極めて繊細な性質を有するものであり、場合によっては混
乱や、さらには公然たる対立の原因となり得る。いかなる手順を開始する前であっても、遺族に対し
て十分な説明を行い、埋葬の過程および各段階について、特に故人の尊厳と敬意の確保に関する点を
含めて理解を得る必要がある。内容について合意が得られ、理解が確認された後に、埋葬を実施する
ことができる。遺族の合意が得られるまで、いかなる埋葬手続きも行ってはならない。
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１． 出発前：
　　・チーム編成
　　・消毒剤の準備

各チーム：
　　・４名の搬送担当者（全員が完全な個人防護具〔PPE〕を着用）
　　・１名の消毒噴霧担当者（完全な個人防護具〔PPE〕を着用）
　　・１名の技術監督者（個人防護具なし）
　　・１名の地域調整／コミュニケーション担当者（個人防護具なし）

２． 故人の家に行く前に必要な
すべての資機材を準備する
こと。

　　・遺体袋
　　・手指衛生
　　・個人防護具
　　・廃棄物管理

３． 到着時：遺族とともに故人
宅において埋葬の準備を行
い、リスクを評価する。

　　・個人防護具（PPE）を着用せずに遺族に挨拶する
　　・弔意を表し、家族代表者を確認したうえで、埋葬の進め方について協議する
　　・安全確保のための手順について説明する
　　・遺族が棺を用意している場合には、棺を運ぶ家族構成員を特定する
　　・ 墓穴がすでに掘られているかを確認し、掘られていない場合には掘削を手配

する

４． 個人防護具（PPE）の着用 　　・遺族の立ち会いのもとで、すべての個人防護具（PPE）を着用する

５． 遺体を遺体袋に入れる。 　　・少なくとも２名のチームメンバーが家屋内に入る
　　・遺体のそばに遺体袋を置き、開封する
　　・遺体の腕および脚を持ち、遺体を遺体袋内に収容する
　　・遺体袋を閉じる
　　・遺体袋の外側を消毒する

６． 文化的に適切な場合には、
遺体を棺に収容する。棺が
利用できない場合は、遺体
を火葬場へ搬送する。

　　・遺体袋を棺に収容する
　　・家族の希望に応じて、衣類やその他の物品を棺内に納める
　　・手袋を着用した家族構成員が棺を閉じることを認める
　　・棺の外表面を消毒する
　　・家族が求める哀悼の時間を尊重する

７． 汚染された物品を回収し、
必要に応じて消毒を行う。
消毒が困難な場合には焼却
処分とする。また、個人防
護具（PPE）を着用した上
で、室内や住宅等の環境に
ついて清掃および消毒を実
施する。

　　・ 洗剤を用いて清掃した後、故人によって感染している可能性のある住宅内の
すべての部屋および付属施設を消毒すること。特に、体液（例：血液、鼻
汁、喀痰、尿、便、嘔吐物）によって汚染された箇所を重点的に消毒するこ
と

　　・ 患者に使用した可能性のある鋭利物は、漏れ防止・穿刺防止容器に収集し廃
棄する

　　・ 家族の同意を得て、故人の体液で汚染された物品・衣類・寝具は家から一定
の距離を確保した場所で焼却する。シーツ・マットレス・藁マットなどは新
品と交換する

　　・亡くなった患者に汚染された可能性のあるその他の物品を消毒する

本手順の完了時、亡くなった患者の所持品は全て焼却されるか、棺桶に入
れられるか、消毒済みの袋に入れられる。また、家の中の汚染の可能性が
ある場所は全て消毒される。

８． 埋葬管理チームによる個人
防護具の除去

　　・個人防護具（PPE）を着用している家族全員の消毒を指導する
　　・チームが使用する再利用可能な個人防護具（例：ゴム長靴）を消毒する
　　・ 使い捨ての個人防護具は、推奨されている手順に従い、適切な廃棄用袋に廃

棄する
　　・手指衛生を実施する
　　・消毒済みの再利用可能な資機材を廃棄用袋に回収する

本手順の完了時、チームの構成員はすべて個人防護具を脱衣し、手指衛生
を実施する。

要約すると、本手順には以下の内容が含まれる13。
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個人防護具（PPE）
本節は、グループ 4の病原体を保有している可能性のある遺体を取り扱う際に使用する個人防護具

（PPE）についての基本的な推奨事項を簡潔に紹介するものである10。ただし、取扱者はこの装備を
使用する前に、適切な監督下での訓練を受けなければならない。

グループ 4病原体を保有している可能性のある遺体を扱う場合、すべての遺体取扱者は以下の事項
を遵守すること。
1．目、口、鼻の粘膜を個人防護具（PPE）で完全に覆うこと。
2．フェイスシールドまたはゴーグルのいずれかを使用すること。
3．口元に密着して潰れない構造を有する、耐液性の医療用／外科用マスク（例：ダックビル型、
カップ型）を着用すること。

4．ニトリル製手袋を二重に着用すること（ラテックス製手袋は使用しないこと）。
5．通常の勤務服（例：手術用スクラブ）の上から、追加の防護用衣類を着用すること。
★ この防護用衣類は、使い捨てのガウンおよびエプロン、または使い捨てのカバーオールおよ

びエプロンのいずれかとすること。使い捨てガウンまたはカバーオールは、血液または体
液、もしくは血液媒介病原体の浸透に対する耐性試験を受けた素材で作られている必要があ
る

★ エプロンの選択は、優先順位として、使い捨て防水エプロン、それが入手できない場合に
は、使用後に適切な洗浄および消毒を行うことを前提とした、耐久性があり再使用可能な防
水エプロンとする

6．防水ブーツ（例：ゴム長靴）を着用。
7．頭部および首を覆うヘッドカバーを着用すること。ヘッドカバーは、ガウンまたはカバーオール
とは別体のものとし、それぞれを個別に脱衣できるようにすること。

（技術仕様は、2014年10月に発行されたWHOのフィロウイルス感染症発生対応における個人防護具
に関する迅速助言ガイドラインに記載されている11。）

安全な取り扱いと埋葬
WHOは、エボラウイルス病が疑われる死亡者の安全な取扱いおよび埋葬を含む手順を定めたプロ

トコルを策定している12。これらの措置は、遺体に一時的であっても接触する者、または遺体の搬送
や埋葬に関与するすべての者によって適用されるべきである。このような遺体の取扱いは、訓練を受
けた要員のみが行うべきである。

本手順は、遺族および地域社会にとって極めて繊細な性質を有するものであり、場合によっては混
乱や、さらには公然たる対立の原因となり得る。いかなる手順を開始する前であっても、遺族に対し
て十分な説明を行い、埋葬の過程および各段階について、特に故人の尊厳と敬意の確保に関する点を
含めて理解を得る必要がある。内容について合意が得られ、理解が確認された後に、埋葬を実施する
ことができる。遺族の合意が得られるまで、いかなる埋葬手続きも行ってはならない。
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１． 出発前：
　　・チーム編成
　　・消毒剤の準備

各チーム：
　　・４名の搬送担当者（全員が完全な個人防護具〔PPE〕を着用）
　　・１名の消毒噴霧担当者（完全な個人防護具〔PPE〕を着用）
　　・１名の技術監督者（個人防護具なし）
　　・１名の地域調整／コミュニケーション担当者（個人防護具なし）

２． 故人の家に行く前に必要な
すべての資機材を準備する
こと。

　　・遺体袋
　　・手指衛生
　　・個人防護具
　　・廃棄物管理

３． 到着時：遺族とともに故人
宅において埋葬の準備を行
い、リスクを評価する。

　　・個人防護具（PPE）を着用せずに遺族に挨拶する
　　・弔意を表し、家族代表者を確認したうえで、埋葬の進め方について協議する
　　・安全確保のための手順について説明する
　　・遺族が棺を用意している場合には、棺を運ぶ家族構成員を特定する
　　・ 墓穴がすでに掘られているかを確認し、掘られていない場合には掘削を手配

する

４． 個人防護具（PPE）の着用 　　・遺族の立ち会いのもとで、すべての個人防護具（PPE）を着用する

５． 遺体を遺体袋に入れる。 　　・少なくとも２名のチームメンバーが家屋内に入る
　　・遺体のそばに遺体袋を置き、開封する
　　・遺体の腕および脚を持ち、遺体を遺体袋内に収容する
　　・遺体袋を閉じる
　　・遺体袋の外側を消毒する

６． 文化的に適切な場合には、
遺体を棺に収容する。棺が
利用できない場合は、遺体
を火葬場へ搬送する。

　　・遺体袋を棺に収容する
　　・家族の希望に応じて、衣類やその他の物品を棺内に納める
　　・手袋を着用した家族構成員が棺を閉じることを認める
　　・棺の外表面を消毒する
　　・家族が求める哀悼の時間を尊重する

７． 汚染された物品を回収し、
必要に応じて消毒を行う。
消毒が困難な場合には焼却
処分とする。また、個人防
護具（PPE）を着用した上
で、室内や住宅等の環境に
ついて清掃および消毒を実
施する。

　　・ 洗剤を用いて清掃した後、故人によって感染している可能性のある住宅内の
すべての部屋および付属施設を消毒すること。特に、体液（例：血液、鼻
汁、喀痰、尿、便、嘔吐物）によって汚染された箇所を重点的に消毒するこ
と

　　・ 患者に使用した可能性のある鋭利物は、漏れ防止・穿刺防止容器に収集し廃
棄する

　　・ 家族の同意を得て、故人の体液で汚染された物品・衣類・寝具は家から一定
の距離を確保した場所で焼却する。シーツ・マットレス・藁マットなどは新
品と交換する

　　・亡くなった患者に汚染された可能性のあるその他の物品を消毒する

本手順の完了時、亡くなった患者の所持品は全て焼却されるか、棺桶に入
れられるか、消毒済みの袋に入れられる。また、家の中の汚染の可能性が
ある場所は全て消毒される。

８． 埋葬管理チームによる個人
防護具の除去

　　・個人防護具（PPE）を着用している家族全員の消毒を指導する
　　・チームが使用する再利用可能な個人防護具（例：ゴム長靴）を消毒する
　　・ 使い捨ての個人防護具は、推奨されている手順に従い、適切な廃棄用袋に廃

棄する
　　・手指衛生を実施する
　　・消毒済みの再利用可能な資機材を廃棄用袋に回収する

本手順の完了時、チームの構成員はすべて個人防護具を脱衣し、手指衛生
を実施する。

要約すると、本手順には以下の内容が含まれる13。
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９． 棺または遺体袋を家から墓
地まで搬送する。

　　・棺に汚損がない場合は、家庭用手袋を着用した上での搬送で十分である
　　・適切な車両の後部スペースを、霊柩車として代用することが可能である
　　・遺族に対する敬意を払い、哀悼のための時間を確保しなければならない
　　・ 一部の家族は棺のそばに座れるが、埋葬チームが必要とする運転席には座れ

ない
　　・悲しみの表現（叫び声・泣き声・歌うなど）は尊重されるべきである

本手順の終了をもって、棺は墓地へと搬送される。

10． 墓地での埋葬と、地域住民
を祈りに招くことは、緊張
を和らげ、平穏な雰囲気を
もたらす。

　　・家庭用手袋を着用した搬送担当者が棺を墓地まで運び、墓穴へと安置する
　　・衣類や身の回り品が入った袋を墓穴内に配置する
　　・ 文化的慣習を尊重する（例：霊魂を解放するための結び目の開放、祈祷や弔

辞のための時間の確保、遺族による埋葬作業の実施）
　　・墓地に恒久的な識別標識（墓標）を設置する
　　・家庭用手袋を回収し、消毒のため感染性廃棄物袋に入れる
　　・手袋を外した後、手指衛生を徹底する

11． 病院に帰還する。 　　・使い捨て器具を焼却処分する
　　　再利用可能な器具は再度消毒し乾燥させる
　　・ 霊柩車を清掃および消毒する。特に棺（または遺体袋）を積載した箇所を重

点的に行う

 付録７
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付録７
墓　　地

本付録は、災害発生後における遺体の短期的または長期的安置を目的とした、埋葬地の選定に係る
主要な課題に対処するための検討事項および推奨事項を提示するものである。極限状況下において
は、これらすべてを順守することが困難な場合がある。感染症の流行（エピデミック）が発生した場
合には、さらに専門家のアドバイスを求める必要がある。

考慮すべき基準／リスク 対　策

遺体の腐敗に伴う飲料水の汚染 １． 埋葬された遺体から、高濃度の微生物が飲料水へと流出することにより、水質
汚染が発生する可能性がある。これらの微生物は、死亡時に体内に存在してい
たものである。しかしながら、墓地からの浸出水が明白な原因となって発生し
た、感染症の流行（エピデミック）や広範囲にわたる疾患の発生については、
文献等に記録されていない14、15。

２． 埋葬地と、飲用井戸、ボーリング井戸、およびその他の井戸との間には、安全
な距離（250ｍ以上＊）を確保しなければならない。

３． 埋葬地と、その他の湧水地または河川等（30ｍ以上＊）、および暗渠（あん
きょ）排水路（10ｍ以上＊）との間には、安全な距離を確保しなければならな
い。

４． 遺体は、地下水位よりも高い位置に埋葬しなければならない。
５． 埋葬地の周囲に深根性植物（根を深く張る植物）による緩衝帯を設けること
は、微生物や腐敗産物の除去に有効である16。

６． 棺は、速やかに分解され、かつ環境中に残留性化学副産物を放出しない素材の
ものでなければならない14。

＊距離は、現地の地質学的および水理的な土壌特性によって異なる場合がある。

腐肉食動物（scavengers） ・ 動物が遺体を損壊するのを防ぐため、遺体は厚い土層（90cm～1.2ｍ）で覆わ
なければならない。

・ 埋葬地の周囲に囲い（フェンス等）を設置することは、大型の腐肉食動物
（scavengers）の侵入防止に有効である。

地形 ・ 墓地は地下水を保全するため、通常、周囲の地域よりも高い位置にある高台に設
置される。

・ 選定された用地が平坦地である場合には、洪水のリスクを排除すべきである。傾
斜地や丘陵地は、地滑りの危険性があり、造成がより困難となる場合がある。

・ 新たに墓地を開設する前には、いかなる場合でも地質学的・水理学的な専門家の
意見を求めるべきである。

文化的および宗教的側面 ・ 葬送の儀礼は、地域内および地域間において大きく異なる。埋葬地は、遺族がそ
の意向に従い、故人を悼み、敬意を表することができるよう配慮されたものであ
るべきである15。

・各遺体の最終的な埋葬場所は、地上において明確に表示されなければならない。
・ 身元不明の遺体の一部（例えば、損傷が激しく断片化した遺体など）について
は、遺族の合意を得た上で、記念庭園や慰霊碑を設置する場合がある。

法的側面 ・ 多くの国々において、墓地の設置に関する法的枠組みが整備されている（公衆衛
生法、環境法、水資源管理・保護に関する法律、建築法、墓地法、プライバシー
法など）。
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９． 棺または遺体袋を家から墓
地まで搬送する。

　　・棺に汚損がない場合は、家庭用手袋を着用した上での搬送で十分である
　　・適切な車両の後部スペースを、霊柩車として代用することが可能である
　　・遺族に対する敬意を払い、哀悼のための時間を確保しなければならない
　　・ 一部の家族は棺のそばに座れるが、埋葬チームが必要とする運転席には座れ

ない
　　・悲しみの表現（叫び声・泣き声・歌うなど）は尊重されるべきである

本手順の終了をもって、棺は墓地へと搬送される。

10． 墓地での埋葬と、地域住民
を祈りに招くことは、緊張
を和らげ、平穏な雰囲気を
もたらす。

　　・家庭用手袋を着用した搬送担当者が棺を墓地まで運び、墓穴へと安置する
　　・衣類や身の回り品が入った袋を墓穴内に配置する
　　・ 文化的慣習を尊重する（例：霊魂を解放するための結び目の開放、祈祷や弔

辞のための時間の確保、遺族による埋葬作業の実施）
　　・墓地に恒久的な識別標識（墓標）を設置する
　　・家庭用手袋を回収し、消毒のため感染性廃棄物袋に入れる
　　・手袋を外した後、手指衛生を徹底する

11． 病院に帰還する。 　　・使い捨て器具を焼却処分する
　　　再利用可能な器具は再度消毒し乾燥させる
　　・ 霊柩車を清掃および消毒する。特に棺（または遺体袋）を積載した箇所を重

点的に行う
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付録７
墓　　地

本付録は、災害発生後における遺体の短期的または長期的安置を目的とした、埋葬地の選定に係る
主要な課題に対処するための検討事項および推奨事項を提示するものである。極限状況下において
は、これらすべてを順守することが困難な場合がある。感染症の流行（エピデミック）が発生した場
合には、さらに専門家のアドバイスを求める必要がある。

考慮すべき基準／リスク 対　策

遺体の腐敗に伴う飲料水の汚染 １． 埋葬された遺体から、高濃度の微生物が飲料水へと流出することにより、水質
汚染が発生する可能性がある。これらの微生物は、死亡時に体内に存在してい
たものである。しかしながら、墓地からの浸出水が明白な原因となって発生し
た、感染症の流行（エピデミック）や広範囲にわたる疾患の発生については、
文献等に記録されていない14、15。

２． 埋葬地と、飲用井戸、ボーリング井戸、およびその他の井戸との間には、安全
な距離（250ｍ以上＊）を確保しなければならない。

３． 埋葬地と、その他の湧水地または河川等（30ｍ以上＊）、および暗渠（あん
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付録８
大量死者発生災害における

法医学的DNA分析の活用を可能とするプロセス
災害発生後の遺体の身元確認においては、法医学的人体識別を包括的な方法として位置づけ、利用

可能なあらゆる証拠の系統を活用して実施されるべきである。災害後に多数の遺体の身元確認を行う
ためにDNA技術を用いる場合には、以下の点を十分に考慮する必要がある。DNAプロファイリン
グは、指紋の発見以来、法医学分野における最大の進展の一つである。個別の事例においては極めて
有効な手法である一方、災害時に多数の人の身元確認にDNAを用いることは複雑であり、これを成
功させるためには、以下に示すプロセスが適切に実施される必要がある17。

プロセス プロセスが必要な理由

各遺体には固有識別コードが付与され、本マニュアルに
従って検査が実施され、その所見が記録され、かつ追跡
およびアクセスが可能な状態で保管されなければならな
い。

このプロセスにより、識別に資する特徴的な身体的特性
または所見を有する特定の遺体、あるいは後日、行方不
明者の生物学的親族とのDNAプロファイルの一致が確
認された遺体について、以下の対応が可能となる。
・さらなる検査を行うこと。
・埋葬のために遺族へ遺体を引き渡すこと。
・ 当該遺体がすでに埋葬され、移動されない場合には、
正しい氏名を記した追悼標識を設置すること。

DNA抽出の対象となる検体（筋肉、骨、足の爪など）
を遺体から採取する。

遺体のDNA型鑑定が実施可能となる。

検体は確実に保護され、ラベル（固有識別コードを含む）
が貼付された上で、さらなる劣化が抑制され、証拠保全
の連鎖が確保され、かつ鑑定に供することが可能な状態
で保管される。

これにより、検体の劣化を最小限に抑えることで、遺体
から採取された検体のDNAプロファイリングが可能と
なる確率が最適化される。プロファイリングが成功し照
合（マッチング）に至った際には、その型を特定の遺体
へと確実に遡って特定することが可能となる。

本マニュアルに従い、行方不明者の名簿が、それらの者
に関する生前情報（AM情報）と共に記載されている。

行方不明者の名簿がなければ、いかなる根拠（たとえ完
全なDVI 業務を実施したとしても）に基づいても、遺体
のDNAプロファイリングを含め、相当数の身元特定を
行うことは不可能である。 名簿がなければ、遺族から比
較対象となるDNA検体を収集することがより困難にな
る。 行方不明者に関する生前情報（AM情報）がなけれ
ば、いかなるDNA照合の結果についても、他の情報を
用いて裏付けをとることは不可能となる。

行方不明であり死亡したと考えられる者の遺族が、対照
検体を提供できるように設計されたシステムが整備され
ている。

適切な対照検体（状況や鑑定システムにより異なる）が
なければ、照合における統計学的な証明力が不足するた
め、DNA鑑定主導による身元特定を相当数行うことは
不可能となる。

（遺体由来の）劣化した多数の検体、および遺族からの多
数の生体検体の双方を処理する能力を有する検査機関を
特定し、連携体制を構築する。仮に一つの検査機関です
べての検体を扱う場合には、被災者由来の検体と遺族か
らの検体は、物理的に分離された場所で処理されるべき
である。

国内の検査機関が利用できない場合がある。検体を海外
へ送付することは、遺族および当局にとって、心理社会
的、政治的、ならびに物流管理上のさらなる検討事項が
生じる可能性がある。
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61

行方不明者の数を考慮したDNAデータの評価枠組みを
構築し、DNA型照合における統計学的な閾値を採択す
る。

２つの検体グループ（犠牲者と遺族）を比較するため、
強固なプロトコルと共に、適切なソフトウェアが利用可
能な状態を確保する。

ここでの不備は、誤認（場合によっては連鎖的な誤認）
を招き、それによって身元特定プロセス全体の信頼性を
損なう結果となる。

上記の事項を履行するために必要な資金を把握し、その
財源を確保しなければならない。

大規模な災害の場合、その財政負担は多くの政府の能力
を超える。
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付録９
大量死者発生災害における外国籍死亡者の管理

外国籍の訪問者や居住者には、その安否情報を切望している家族がいる。国際刑事警察機構総会決
議（AGN/65/RES/13）に記されている通り、「人間は死後もそのアイデンティティを失わない権利
を有する」 18。親族の死を知ること、および遺体を引き取ることは、現地の家族にとっても海外の家
族にとっても等しく重要である。したがって、多数の死者が発生する災害において、遺体管理のプロ
セス全体の中に、身元特定後の外国籍死亡者の遺体に関する取り決めを含めることは合理的である。

これは、明文化するのは容易だが実行するのは困難な原則である。結局のところ、どの遺体が外国
籍のものであるかを見出す問題は、その災害で死亡した全犠牲者の身元を特定することによって最善
の解決が図られる。身元特定に先立って、外国籍と思われる者と地元住民を区別する作業が可能であ
ると考えられることもあるが、通常、これを確実に行うことはできない。この点を理解すれば、災害
への初期対応は簡素化され、差別を避けることにもつながる。

外国籍死亡者の発見を優先させる圧力が、全死亡者を特定するための体系的な現地対応の優先順位
を歪めることがあってはならない。例えば、他国のチームが単に自国籍と推定される遺体の処理のた
めだけに現場に駐在することは、通常適切ではない。そのような支援は、遺体管理全般のために提供
されるべきものである。この前提に基づき、かつ外国籍の死亡者が発見された場合には、現地責任者
の指示に従うことを条件として、当該国のチームがその遺体の管理に関与することが合理的である可
能性がある。

遺体管理全般を扱う大量死者発生事案対応計画に関連し、死亡者が外国籍であると判明した場合の
手順を明記する工程を含めるべきである。これらの手順は事前に策定しておく必要があり、国際刑事
警察機構や外交団、あるいは当該国大使館が関与する場合がある。
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